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Ⅲ 事業一覧 

１ 令和４年度 新規・充実事業 

 

(１) 新型コロナウイルス感染症対策の実施（→20ページ参照） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、引き続き感染症対策消耗品等を購入する。 

  

(２) 小・中学校のＩＣＴ教育環境整備の拡充（→31ページ参照） 

タブレット端末等の機器の入替えを行うとともに、学習用コンテンツを充実させ、ＩＣＴ教育

における主体的・対話的で深い学びの実現に取り組む。ＩＣＴ教育推進専門員を増員し、ＩＣＴ

教育の指導訪問及び先進的事例の収集を行い、区立小・中学校に情報共有を行うことで、ＩＣＴ

活用能力の向上を図る。また、ＩＣＴを活用した授業モデルを構築し、ＩＣＴ教育を行う教員の

指導力を向上させ、タブレット端末等を活用した効果的な授業を行う。 

 

(３)  大田区独自教科の新設に向けたＳＴＥＡＭ教育の推進（→29ページ参照） 

地域の企業・団体・学校を連携し、ＩＣＴを活用したものづくりやイノベーションを題材に、

魅力的な単元の研究・実践を行う研究実践校を設置する。ＳＴＥＡＭ教育を推進しながら、大田

区独自教科の新設を目指す。 

 

(４) 放課後の安全で安心な居場所づくりの拡充（→74ページ参照） 

  放課後子ども教室を、新１年生も４月から利用可能とすることで、すべての児童の安全・安心

な放課後の居場所を拡充する。タブレット端末の活用のためにＷｉ－Ｆｉを整備し、学習環境の

拡充を図る。 

 

(５) コミュニティ・スクールの推進（→70ページ参照） 

令和３年度にモデル事業を実施した小・中学校５校にコミュニティ・スクールを導入し、地域

の教育力を生かした「地域とともにある学校づくり」を目指す。 

 

(６) 登校支援員・養護教諭補助事業の拡充（→33ページ参照） 

児童・生徒の学校内での居場所づくりに対応するため、登校支援員・養護教諭補助の配置時間

を拡充する。 

 

(７)  学級集団調査の拡充・ＷＥＢ－ＱＵへの移行（→28ページ参照） 

中学校及び小学校第３・４学年で実施している学級集団調査を小学校第５・６学年にも拡充

する。 

また、タブレット端末を活用する調査方法（ＷＥＢ－ＱＵ）に移行し、即時に学級の状況を把

握・分析することで、いじめや不登校などへの早期対応へつなげ、生活指導上の支援を充実させ

る。 
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２ 令和３年度 新型コロナウイルス感染症対応 

 

(１) 区立小・中学校の臨時休業 

オミクロン株による感染拡大時に「大田区立学校における新型コロナウイルス感染症対策ガイ

ドライン」に基づき、区立小・中学校の臨時休業（学級閉鎖・学年閉鎖・学校閉鎖）を行った。 

 

(２) 感染拡大防止物品の購入 
前年度に引き続き区立小・中学校において、施設衛生管理用品を購入し、感染症対策

を実施した。 

 

(３) 東邦大学舘田教授による区立学校における感染症対策に関する視察・助言 

  令和３年８月 27 日、新学期に向けた区立小・中学校の感染症対応の点検のため、東邦大学医

学部微生物・感染症学講座教授で政府新型コロナウイルス感染症対策分科会メンバーの舘田一

博教授による大森第三小学校の視察が行われ、効果的な感染症対策について助言を受けた。当日

の点検の様子を動画にまとめホームページ等で公開し、他の学校の感染症対策に役立てた。 

 

(４) 東邦大学の専門家による感染症対策の小学校特別授業 

  令和３年 12月 13日、東邦大学医学部の舘田教授ら感染症の専門家を招き、山王小学校の５年

生児童 120 人を対象に、感染症の理解を深める特別授業を実施した。令和４年３月 15 日には、

東邦大学医学部地域連携感染制御学講座の塩澤綾子教授らを招き、前回の特別授業後に児童から

寄せられた質問へ答える形で、２回目の特別授業を実施した。特別授業の様子を撮影した動画を

公開し、区内児童・生徒の感染症リテラシー向上につなげた。 

 

(５) 大田区立学校における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 

  大田区教育委員会として、区立学校の現場における新型コロナウイルス感染症対策の具体的内 

容、教育活動に係る運営方法、感染者が出た場合の対応等をまとめた「大田区立学校における 

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を令和２年９月に定めた。本ガイドラインは、国 

から示された「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の 

新しい生活様式」～」等の内容を踏まえ、必要に応じて改訂を行っている。 

 

(６) 新型コロナウイルス陽性者数 

① 児童・生徒 

 児童（小） 生徒（中） 計 

令和２年度 88 52 140 

令和３年度 5,226 1,127 6,353 

 

② 教職員 

 教職員（小） 教職員（中） 計 

令和２年度 25 3 28 

令和３年度 306 93 399 
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３ 教育指導 

(１) おおたの子どもポスター 

① 目 的  児童・生徒、教師、保護者の姿を示した「おおたの子どもポスター」を教室に掲示

し、三者の果たすべきことを明確にする。児童・生徒が真剣に学び、教師が分かるま

で教え、保護者が学びを支えることで、教室を「意欲あふれる学びの場」となるよう

推進する。 

②  内 容  全ての区立小・中学校に配布し、各教室の前面上部に掲示する。 

③  沿 革  平成 24年 12月に各学校に配布、平成 26・28・30年度に追加配布 

令和元年度以降は学級増や破損等があった際、学校の要望を受けて追加配布 

 

(２) 土曜授業の実施 

① 目 的  授業時数を確保し、児童・生徒の確かな学力の定着を目指すとともに、学校週５日

制の趣旨を踏まえ、学校公開等を通じて開かれた学校づくりを推進し、保護者及び地

域住民等との連携を一層強化する。 

② 内 容  確かな学力の定着を図る授業の公開、道徳授業地区公開講座やセーフティ教室及び

保護者や地域住民等をゲストティーチャーに招いての授業等を実施する。 

③ 方 法  月１回以上（８月を除く。）、振替をとらない土曜日の授業を実施する。 

小学校は、外国語活動のための授業時数が確保できる場合、学校行事がある月は、

当該月の土曜授業を別途行わないことができる。 

中学校は、原則として、学校行事及び振替休業日をとる土曜授業と土曜補習教室が 

ある月は、当該月の土曜授業を別途行わないことができる。 

 原則第２土曜日とする。 

 授業時数は３時間以上とする。 

 年間３回以上は、学校公開日とする。 

④ 沿 革  平成 21年度から実施 

           平成 30年度から月 1回以上（８月を除く。）実施 

 

(３) 小中一貫教育 

① 目  的   義務教育９年間で確かな学力・人間力を身に付けた子どもを育てるため、これまで

の小中連携を一層充実させた小中一貫教育を確立する。 

② 内 容  

ア  「小中一貫重点観点・重点指導事項の作成及び学習指導の工夫」、「規範意識向上プログ

ラムに基づく生活スタンダードの作成及び生活指導の充実」、「小中一貫「体力向上全体

計画」の作成及び取組の推進」の実施 

イ 「小中一貫教育推進計画」の策定 

ウ 公開授業の実施（ホームページ上で開催情報等公開） 

③ 対 象  全ての区立小・中学校 

④ 沿 革  平成 16年度から、小中連携教育を推進 

平成 23年度から、これまでの小中連携教育を一層充実、発展させた「大田区小中 

一貫教育」を推進 

平成 23・24年度大田区教育委員会教育研究推進校事業の一環として「小中一貫教

育推進モデル校区（志茂田中学校区）」を指定し、２年間にわたって小中一貫教育

の研究実践を進めるとともに、その研究成果を広く区内に還元する研究発表会を実

施 

その後、「大田区小中一貫教育」重点取組を掲げ、全ての区立小・中学校におい
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て、小中一貫教育を推進「大田区小中一貫教育プログラム～小中一貫教育実践の手

引き～」を平成 28年３月に作成 

平成 30年度から中富小学校を大森東中学校グループに変更 

 

(４) 特色ある教育活動 

  ① 目 的  「おおた教育振興ビジョン」の着実な推進に向け、各学校の自立的経営改革を促す

ことにより、児童・生徒の「生きる力」の育成に資する、特色ある教育を推進する。 

  ② 内 容  以下の特色ある教育活動に取り組み、その成果を継続するとともに当該教育活動の

一層の充実を推進するため、対象校（７校程度）を募集し、指定校に経費を支出する。 

ア 過去３年間の区教育研究推進校としての実績又は同等以上の研究実績に基づく教育活動 

イ 大学・専門学校等との連携を図った教育活動 

ウ 教育委員会が優れた企画と認めた教育活動 

  ③ 沿 革  平成 28年度から実施 

 

(５) 大田区オリンピック・パラリンピックアクションプログラム 

  ① 目 的  児童・生徒がオリンピック・パラリンピックの歴史や意義を学ぶとともに、世界の

国々の文化や歴史を学び、交流することで国際理解を深める。 

  ② 内 容  オリンピック・パラリンピック教育推進事業を全校で展開し、「ボランティアマイ

ンド」「障害者理解」「スポーツ志向」「日本人としての自覚と誇り」「豊かな国際

感覚」の５つの資質を重点的に育成する。 

③ 沿 革  平成 28年度から実施 

 

(６) 大田区学習効果測定 

① 目 的  教育課程や指導方法等に関わる自校の成果や課題を明確にし、各学校が授業改善推

進プランの作成や年間指導計画の充実・改善を図るとともに、大田区の教育施策に生

かす。 

② 内 容  区立小学校第４学年から第６学年児童及び区立中学校全生徒を対象に実施する。小

学校第４学年から第５学年は国語・算数・社会・理科、第６学年は国語・算数・社

会・理科・英語、中学校第１学年から第３学年は国語・数学・社会・理科・英語につ

いて、学習指導要領に示されている教科の目標や学習内容の基礎的・基本的な事項等

の定着状況を同一基準によって把握・検証する。 

③ 対 象  区立小学校第４学年から第６学年児童、区立中学校全生徒 

④ 沿 革  平成 20年度から実施 

 

(７) 学習カルテ・学習カウンセリング 

① 目 的  児童・生徒一人一人の学習の状況を把握し、基礎的・基本的な学習内容を確実に定

着させる。 

② 内 容  日常の学習及び大田区学習効果測定の結果等に基づき、児童・生徒一人一人の学習

内容の定着状況を把握し、学習カルテを作成する。学習カルテを基に教師との学習相

談（個人面談・学習カウンセリング）を実施し、児童・生徒一人一人の学びを支援す

る。 

③ 沿 革  平成 21年度に学習カルテ及び学習カウンセリングの手法についての検討を開始 

平成 22・23年度にモデル校において小学校第２学年及び中学校第１学年による実 

践的な研究及び研究成果の普及を実施 
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平成 24年度から、全ての区立小・中学校で実施 

平成 28年度に学習カルテを改訂し、平成 29年度から配布 

 

(８) ステップ学習 

① 目 的  積み重ねの教科であり、また他の教科の基礎でもある算数・数学について、何が身

に付き何が身に付いていないのかを細かに児童・生徒及び保護者に伝えながら、タブ

レット端末を活用した家庭学習や補習教室による繰り返しの学習を支援し、確かな学

力の向上を図る。 

② 内 容  

ア １年間に学習する内容を一覧にしたステップ学習チェックシートを教師用タブレット端末

に内蔵し区立小学校第１学年児童から区立中学校第３学年生徒の学習の定着状況を把握する。 

イ 学習の定着状況を児童・生徒用タブレット端末を活用した学習プリントで把握し、その状況 

をチェックシートで家庭に伝える。 

ウ タブレット端末を活用して、チェックシートで示した内容ごとの補充プリントや発展プリン

トに取り組み、家庭学習を支援する。 

エ 学習補助員による補習教室を放課後や土曜日に開催し、タブレット端末を活用して補充プリ

ントやドリルプリントに取り組み、学習内容の定着を支援する。 

オ 小学校においては、東京ベーシックドリルの練習シートは、年間１回以上実施する診断シー

トの結果により習熟が不十分である児童に対して、学習の復習等に活用する。 

③ 対 象  区立小・中学校の全児童・生徒 

④ 沿 革  ステップ学習は平成 21 年度から小学校第３学年から中学校第３学年を対象に開始、

平成 25 年度から第１学年に対象を拡大、令和３年度からタブレット端末を活用して

取り組む電子版に移行 

 

(９) 習熟度別少人数授業 

① 目 的    小学校算数（第３学年以上）、中学校数学・英語の習熟度別指導（少人数指導）を

行うための講師を各学校に配置する。 

② 内 容    小学校 59校、中学校 28 校において各学年の学級のうち２学級を三つのグループに

分け、1学級の場合は二つのグループに分けることを基本に、少人数の習熟度別授業

を展開する。 

③ 対 象  区立小・中学校の児童・生徒 

④ 沿 革  平成 15年度に算数・数学で開始、平成 16年度に英語も加えて開始 

 平成 29 年度から、小・中学校において少人数展開しても１グループ当たり、25 名

以上になる場合は、学校に対して習熟度別少人数指導特別講師を増員し、個に応じた

きめ細かい指導を一層充実 

 

(１０) 補習教室 

① 目 的  算数・数学及び理科の基礎・基本の確実な定着、英語に対する興味・関心の向上を

図るために、学習補助員が放課後及び土曜日に補習教室を開き、学習を支援する。 

② 内 容  算数・数学及び理科は統一したドリルプリント等による学習支援、英語は原則とし

て英検３級から５級用テキストによる学習支援を行う。補習教室は、区内全校で放課

後及び年間６回以上の土曜日に実施する。 

③ 対 象  区立小学校第３学年から第６学年児童、区立中学校生徒のうちの希望者及び学習内

容が未定着と認める児童・生徒 

④ 沿 革  平成 19年度から実施 

      平成 29年度から中学校の配置時数を増やし、新たな教科として理科を追加 
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令和２年度から従事者の名称を学習指導講師から学習補助員に変更 

 

(１１) 学習補助員 

① 目 的  児童・生徒の基礎学力の定着を図るために学校に配置し、補習教室や授業中の指導

補助に当たる。 

② 内 容  小学校第３学年児童から中学校第３学年生徒までの算数・数学及び理科並びに中

学校英語の基礎学力の定着を目指し、学習補助員が放課後及び土曜日の補習教室にお

ける指導や授業中における指導補助を行う。 

③ 対 象  全ての区立小・中学校に配置する。 

④ 沿 革  平成 19年度から開始 

平成 29年度から中学校の配置時数を増やし、新たな教科として理科を追加 

令和２年度から本事業の名称を学習指導講師から学習補助員に変更 

 

(１２) 中学校理科指導専門員 

① 目 的  専門性の高い理科指導専門員による指導・助言を踏まえ、中学校理科教員の指導内 

容・方法の質的向上、授業改善等についての環境づくりを目指す。 

② 内 容  ４名の理科指導専門員が、巡回指導校を担当し、各中学校の情報を収集し、必要な 

方策及び支援を計画する。 

         巡回校の校長に適宜報告、連絡、相談を行うとともに、調整を図り、実態把握や 

指導方法改善のための助言、支援、指導の補助等を実施する。 

  ③ 対 象  全ての区立中学校 

 

(１３) サイエンスコミュニケーション科 

① 目 的  知的探究心や理科学習で得た知識の活用、科学史・最先端技術･知識等を体系的に

取り入れた科学学習プログラムとして「サイエンスコミュニケーション科」を設置す

る。理科や生活科との関連を踏まえるとともに、他の教科等においても科学的事項の

取扱いを体系的に取り入れた学習により、児童の科学についての興味・関心を深める。

また、学習においてコミュニケーション活動を意図的に設定することによって科学に

関する理解を一層深めさせて、将来の大田区、ひいては日本のものづくりを支える人

材の育成を目指す。 

② 内 容  大田区立清水窪小学校の全学年において、新教科「サイエンスコミュニケーション

科」を、各学年 35時間実施する。第１・２学年は 35 時間増時数、第３学年から第６

学年は総合的な学習の時間を 35 時間削減し、サイエンスコミュニケーション科にあ

てる。 

③ 沿 革  平成 23 年度から大田区立清水窪小学校をおおたサイエンススクール大田区理科教

育研究推進校に指定 

平成 25年度から大田区立清水窪小学校を文部科学省教育課程特例校に指定しサイ

エンスコミュニケーション科を設置 

 

(１４) 理科教育推進拠点校 

① 目 的  文部科学省教育課程特例校としての「サイエンスコミュニケーション科」、おおた

サイエンススクール（理科教育研究推進校）の成果を生かし、区内小学校４校を理科

教育推進拠点校として指定し、理科支援員の活用等、取組の成果を全小学校と共有し、

教育活動に生かすことで理科好きな児童の育成を図る。 

② 内 容  区内小学校４校を理科教育推進拠点校として指定し、理科支援員を 35時間配置す 
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る。 

 対 象  入新井第一小学校、清水窪小学校、萩中小学校、南六郷小学校 

③  沿 革  令和元年度から実施 小学校理科指導専門員４名配置、令和４年度から５名配置 

 

(１５) 理科支援員の派遣 

① 目 的  科学・技術分野を専門とする人材を小学校理科授業に活用し、観察・実験活動等に

おける教員の支援を行うことにより、小学校理科教育の活性化及び一層の充実を図る

とともに小学校教員の理科指導力の向上を図る。 

② 内 容  小学校第３学年から第６学年理科における観察・実験等の体験的な学習について、

理科支援員を対象学級に配置し、教員が作成した指導計画のもと、教員の支援を行う。 

③ 対 象  区立小学校第３学年から第６学年児童 

④ 沿 革   平成 19年度から各学級６回３時間ずつ派遣 

 平成 23 年度から各学級 14時間派遣に変更 

 平成 28 年度から第３学年から第６学年を対象に各学級７時間派遣に変更 

 平成 29 年度から各学級 20時間派遣に変更 

令和元年度から理科教育推進拠点校（入新井第一小、萩中小、南六郷小）３～６ 

年の全学級には 35時間派遣 

 

(１６) 公費負担による実用英語技能検定 

  ① 目 的  グローバル化に対応できる英語力を身に付け、積極的にコミュニケーションを取ろ 

うとする意欲を育む。 

② 内 容  対象となる生徒は、受験に当たって保護者と相談の上、自ら受験する級を７段階（１

級から５級）から選択し、日本英語検定協会の実用英語技能検定を年１回公費負担

で受検する。 

③ 対 象  区立中学校第３学年に在籍する全生徒 

④ 沿 革  令和元年度から実施 

 

(１７) 国際理解教育推進委員会 

① 目 的  国際都市おおたを標榜する大田区において、未来を担うグローバル人材の育成のた

めの教育施策の方向性を検討する。 

② 内 容  施策の方向性、施策実現に向けた環境整備や意識啓発、その他必要な事項及び効果

的な外国語活動・英語学習の在り方について検討する。 

③ 沿 革  平成 26年度から設置 

 

(１８) 大田区外国語活動 

① 目 的  国際理解教育の一貫として、児童が外国人や英語に直接触れることにより、外国の

文化や英語に対する興味・関心・意欲を育て、将来国際人として活躍できる素地を培

う。 

② 内 容  小学校第１・２学年（各学年８時間）は、「英語に触れる」ことをテーマとして、

挨拶、歌、ゲーム、自分のことを互いに伝える等の活動を行う。また、全ての時間に

おいて外国語教育指導員を配置する。 

③ 沿 革  平成 27年度から全ての区立小学校で実施 

       （小学校第１・２学年８時間、小学校第３・４学年 12時間） 

      平成 29 年度から小学校第３学年は外国語活動を 35時間実施 
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      平成 30 年度から小学校第３・４学年は外国語活動を 35時間実施 

      令和２年度から小学校第１・２学年は８時間の大田区外国語活動を実施 

（小学校第３・４学年は 35時間の外国語活動を、小学校第５・６学年は 70時間の 

外国語の授業を実施） 

 

(１９) 英語カフェ 

① 目 的  児童・生徒が外国語活動や英語の授業で学習した内容を実践的に活用する機会を

充実させる。 

② 内 容  各学校において、外国語教育指導員が配置された日に、放課後や休み時間等を利用

して、外国語教育指導員と英語のみでのコミュニケーションを楽しむことのできる時

間や場を設定する。 

③ 沿 革  平成 26年度から全ての区立小・中学校で実施 

 

(２０) イングリッシュキャンプ 

① 目 的  多様な国の外国人講師と共に行う、英語で実施する様々なアクティビティを通して

異文化理解を深め、学んだ英語を使って進んでコミュニケーションを図ろうとする態

度を育てる。 

      イングリッシュキャンプを通して学んだことを学級や校内に広げる取組により、大

田区外国語活動や英語カフェ等の活性化を図る。 

② 内 容  様々な国の外国人講師と、一日英語を使って活動する。街中にある施設を再現した

エリアでコミュニケーションを図り、海外の日常生活でよく使われる表現ややり取り

を体験する。 

③ 対 象  小学校第５・６学年の希望者 

④ 沿 革  平成 27年度から実施 

平成 27・28年度は、区立小学校第５学年全学級から２名ずつが参加 

平成 29年度から第５・６学年の希望者の参加に変更 

令和元年度から TOKYO GLOBAL GATEWAYに移行して実施 

令和２年度はオリンピック・パラリンピック開催を想定して未実施 

令和３年度はオリンピック・パラリンピック開催及び新型コロナウイルス感染症

予防のため未実施 

 

 (２１) 中学校生徒海外派遣 

① 目 的  海外でのホームステイを通して、外国の生活や文化の理解、並びに外国語（英語）

の習熟等を図り、国際社会において信頼と尊敬を得られる人間性豊かな生徒の育成を

目指し、派遣後、成果を各学校の諸活動の進展に資する。 

② 対 象  区立中学校第２学年生徒 56名  

③ 沿 革  昭和 49年度から開始し、平成５年度（第 10回）からは、西海岸コースに加え、東

海岸にも生徒を派遣し、大田区と姉妹都市提携を結んでいるセーラム市でのホームス

テイを実施 

平成 15年度は国際情勢不安のため中止 

 平成 16 年度（第 20 回）は平成 15年度の中止を受け、各中学校第２学年生徒２名・

第３学年生徒１名の派遣としたが、平成 17 年度（第 21 回）からは区立中学校第２

学年生徒２名を派遣 

平成 18 年度（第 22 回）からは、両コースともに東海岸コースにし、派遣生徒全

員がセーラム市長へ表敬訪問 
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平成 23 年度（第 27 回）からは、工業が盛んなドイツのブレーメン市へのコース

を新設 

令和２・３年度は新型コロナウイルス感染症予防のため中止。令和３年度は、代

替として各中学校がＩＣＴを活用した交流用動画を作成し、セーラム市やブレーメ

ン市の受入先と動画交換による交流を行った。 

 

(２２) 国語教育の充実 

① 目 的  基礎・基本の確実な定着を図るため、国語教育を重要課題の一つとして位置付けて、

全校で国語力の向上を図る。 

② 内 容  「大田区小学生漢字検定」「読書活動の推進」「作文指導の充実」「話し合い活動」

の充実を図る。 

③ 取 組  「朝の読書」等の一斉読書を全ての区立小・中学校にて実施、「大田区小学生漢字

検定」を全ての区立小学校にて実施、「学習における図書の活用事例集」の作成 

④ 対 象  区立小・中学校の児童・生徒 

⑤ 沿 革  「朝の読書」等の一斉読書は平成 15 年度から小学校 30校、中学校 11校で開始し、

以後各校に拡充、「大田区小学生漢字検定」は平成 16年度から開始 

       令和元年度から「大田区小学生漢字検定」の問題・解答作成を民間事業者に業務委

託 

 

(２３) 作文指導教材 

① 目 的    学力向上の重点施策の一つである「国語力の向上」を踏まえ、大田区教育研究会小

学校国語部が作成した教材を効果的に活用し、児童の「書く力」の向上を図る。 

② 内 容    低学年・中学年・高学年ごとの２学年単位で学習する作文の補助教材「書くって楽

しいね」を冊子として作成し、児童に配布する。併せて作文指導事例集も各校に配布

し活用を図る。 

③ 対 象    低学年用、中学年用、高学年用をそれぞれ区立小学校第１・３・５学年児童に配布

する。 

④ 沿 革   平成 16年度に作文補助教材「書くって楽しいね」第１版を作成 

平成 19年度、平成 24年度に時宜を得た内容について指導できるよう２回改訂 

平成 25年度に「作文指導事例集『書くって楽しいね』を使った作文指導」を作成 

令和元年度に作文補助教材「書くって楽しいね」を改訂 

 

(２４) 読書活動 

① 目 的  大田区子ども読書活動推進計画のもと、児童・生徒の発達の段階に応じた

読書活動の充実を図る。 

② 内 容  

ア 国語力向上委員会読書活動部会による実践紹介、資料提供 

イ 読書の時間や機会の確保、読書週間の取組 

ウ 読書指導計画の作成等、児童・生徒の読書意欲を高める指導の充実 

エ 読書環境の整備等、調べ学習における読書活動の充実 

    平成 28年度から読書相談、選書・購入、資料探し・調べもの学習・授業の支援、区内公共 

図書館や地域ボランティアとの連携等、司書教諭の補助を行う「読書学習司書」を設置 

③ 対 象  全ての区立小・中学校 

④ 沿 革  平成 19 年度から実施 

平成 28 年度は小学校 20 校、中学校 10 校に読書学習司書を配置 

平成 29 年度は小学校 40 校、中学校 20 校に読書学習司書を配置 
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平成 30 年度からは小学校 59 校、中学校 28 校に読書学習司書を配置 

 

 (２５) 日本語特別指導 

① 目 的  今後、国際化の進展が予想される中、「外国人にとって暮らしやすい地域社会を実

現する」という方針のもと、日本語特別指導の充実を図る。 

② 内 容  区立小学校第１学年から区立中学校第３学年までの児童・生徒を対象にした通級

型の日本語学級を蒲田小学校、蒲田中学校に設置する。集中的な初期指導 80 時間を

終了し、引き続き日本語特別指導が必要とされ、通級を希望する児童・生徒に指導を

行う。80 時間を上限とした集中的な初期指導は、対象児童・生徒の在籍校へ指導員

を派遣する。 

 多言語にも対応し、日本語指導の質の向上を目指して、専門業者に指導員派遣を委

託している。 

 日本語特別指導の在り方を協議するために、日本語指導検討委員会を設置し、より

よい日本語特別指導を推進する。 

③ 沿 革  昭和 63年度から日本語指導、平成 17年度から日本語特別指導の実施 

平成 21年度に小学校の日本語学級が認可 

平成 22年度に中学校の日本語学級が認可 

平成 30年度から初期指導の上限を 60時間から 80時間に増配置 

 

（２６）リスクマネジメント対策チーム（RiM）事業 

  ① 目 的  児童・生徒の問題行動の未然防止のためのリスクマネジメント及び早期解決のた

めのクライシスマネジメントを行い、区立小・中学校の生活指導の安定を図る。 

  ② 内 容  児童・生徒の身体に関わる事故や事件、いじめの重大事態、校内暴力、被虐待等の

重大事案の対応に特化したチームであり、未然防止や啓発も含む。重大事案がない場

合は、定期的な学校訪問を実施し、各学校の置かれた状況を把握するとともに、必要

に応じて指導・助言を行い、問題行動の未然防止に努める。 

RiM会議を定期的に開催し、対応状況・進捗状況等を確認し、今後の対応策につい

て共通理解を図る。月に１回程度、問題行動対応サポート専門員を加えた拡大 RiM

会議を開催する。 

児童・生徒に関わる事故、事件・犯罪・自殺等の緊急時に、被害者のこころのケ

アのため、学校等の現場に派遣する緊急支援チーム（クライシス・レスポンス・チ

ーム：CRT）の役割も担う。 

校内研修会や管理職研修等で、配慮の必要な児童・生徒やいじめ・自殺予防、保

護者対応等について、講義・演習を実施する。 

  ③ 沿 革  これまでの問題行動対応サポートチームをベースに、各校の困難な事案に対し、よ

り実効的で適切な対応を迅速に行えるよう、令和２年度から新たに法務担当副参事、

担当統括指導主事・指導主事、問題行動対応サポート専門員、生活指導支援員、生活

指導補助員等で構成されるリスクマネジメント対策チームを発足した。 

         令和３年度に大田区いじめ防止対策推進条例を制定 

 

(２７) 生活指導の徹底・充実 

① 目 的  児童・生徒の健全育成上の諸課題の解決を図る。 

② 内 容 

ア 「大田区立学校における不登校問題解決要綱」により、児童・生徒の不登校を解消する。 

イ 生活指導主任対象の研修を通し、生徒の健全育成上の諸課題の解決を図る。 

③ 対 象  区立小・中学校教員及び生活指導主任 
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④ 沿 革  平成 17年度に大田区立学校における不登校問題解決要綱を制定 

平成 21年度から学校生活調査を小学校第４学年以上にて実施 

平成 30年度から学級集団調査を実施 

令和２年度に大田区不登校対策基本方針及び大田区不登校対策アクションプラン

を策定 

令和４年度から学級集団調査を一人１台タブレット端末を活用したＷＥＢ－ＱＵ 

に変更 

 

(２８) 総合的な学習の時間 

① 総合的な学習の時間の充実 

ア 目 的  「総合的な学習の時間」の趣旨を生かし、各学校が地域や学校の実態に応じて創

意工夫をし、特色ある教育活動を実施する。 

イ 内 容    (ア) 国際理解教育      (イ) 情報教育      (ウ) 環境教育 

(エ) 福祉・健康教育     (オ) 地域・郷土学習 

(カ) ボランティア学習   (キ) その他 

ウ 対 象  区立小・中学校の児童・生徒 

エ 沿 革  平成 12年度から開始 

 

② ものづくり学習の推進 

ア 目 的  「工場のまち」の特色を生かし、区立小・中学校において、区内民間工場等に従

事する技術者、技能者の協力を得たものづくり学習を行い、児童・生徒のものづく

りへの関心を高め、創造性に富み郷土を愛する心を培う。 

イ 実 績  ものづくり教育・学習フォーラム（第 19回 令和 3年１月 16日 中止、第 20

回 令和 4年 1月 15 日 ものづくり体験・ものづくり競技会のみ実施） 

 ものづくり科学スクール（年３回 参加人数 37 名 共催のアルプスアルパイン

株式会社技術者が講師として指導） 

ウ 対 象  区立小・中学校の児童・生徒 

エ 沿 革  平成 12・13 年度の２年間「文部科学省ものづくり学習振興支援事業」の推進地

域としての指定を受け、ものづくり学習の研究を推進 

       平成 14年度からものづくり教育・学習フォーラムを開催 

       平成 15年度からものづくり科学スクールをアルプス電気株式会社（現アルプス

アルパイン株式会社）の協力を得て開催 

            令和２年度からものづくり学習の教育課程開発に関する研究を行う小学校を２ 

校指定するとともに、「ものづくり教育の充実に係る検討委員会」を設置し、方策 

を検討 

 令和３年度からものづくり学習の教育課程開発に関する研究を行う小学校を１ 

校追加指定 

 令和４年度から「（仮称）未来ものづくり科の新設に向けた研究実践校」を６

校指定し、学習プログラムの開発等を行いＳＴＥＡＭ教育を推進するとともに、「独

自教科の新設に係る指導内容検討委員会」を設置し、文部科学省教育課程特例校制

度を活用した大田区の独自教科新設を準備 

 

③ 日本の文化･伝統学習の推進 

ア 目 的  地域社会の歴史、伝統・文化、産業等について理解を深め、郷土への愛着を育

てる。児童・生徒による和楽器の演奏会を実施し、和楽器に触れて親しむことや

海苔すきの体験学習等を通して、日本の伝統・文化のよさを考える。 
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イ 実 績  「日本の伝統・文化の継承をはかる指導」 

 実践校では、様々な伝統・文化の体験学習等、外部講師を招いて実習・地域の

産業に関わる工場見学や技術者の講話の実施（海苔すき、とんびだこ製作、茶道、

華道、将棋、囲碁、琴、三味線等を区立小・中学校で実施） 

ウ 沿 革  平成 16年度から実施 

 

(２９) 中学校生徒職場体験 

① 目 的  生徒が自立した社会人となるために必要な望ましい勤労観、職業観を養うことによ

り、地域社会の一員としての自覚を高め、生きる意欲を引き出す。 

② 内 容 

ア 中学校生徒職場体験連絡協議会（年１回） 

イ 受入事業所一覧の作成と配布 

ウ 各中学校において３日間以上５日間以内の職場体験の実施 

エ 「中学校生徒職場体験実践報告書」のとりまとめ 

③ 対 象  区立中学校第２学年生徒 

④ 実 績  令和元年度は３日間の職場体験をした学校 27校、５日間１校 

令和２年度は感染症対策のため中止 

令和３年度は感染症拡大の影響を受け、１～３日間の職場体験を実施した学校 

13校 

⑤ 沿 革  中学校生徒の職場体験は、以前より各中学校で実施されていたが、平成 17 年度か

ら各中学校において３日間以上の職場体験を開始 

       職場体験連絡協議会は、平成 26 年度からそれまでの職場体験連絡会を、学校・受

入事業者・地域協力者による協議会に発展させて開始 

 

(３０) 体育・健康教育授業地区公開講座 

① 目 的  保護者や地域住民が体育・健康に関する授業等を参観するとともに、子どもの体力

向上について協議し、学校・家庭・地域の取組を推進する。 

② 内 容  「体力向上モデル校」を指定し、体育・健康教育の授業公開や体力調査結果に基づ

く体力向上の取組についての研究発表や講演会を実施するとともに、教員と保護者、

地域住民による意見交換会を開催し、子どもの体力向上の具体策について協議する。 

③ 沿 革   平成 26年度は小学校 2 校で実施 

         平成 27年度は小学校 9校、中学校 3校を指定 

平成 28年度は小学校 20校、中学校 5 校を指定 

平成 29年度は小学校 40校を指定 

平成 30年度からは全ての小学校で実施 

 

(３１) 体育指導補助員 

① 目 的  小学校低学年体育の授業の改善・充実を図る。 

② 内 容  小学校低学年体育の授業に体育指導補助員を週４時間、年間 25～35週配置する。 

             令和４年度は、小学校第３学年から第６学年にも学校が必要とする場合、配置する。 

③ 沿 革  平成 27年度は体力向上モデル校の小学校 9校で実施 

平成 28年度は体力向上モデル校の小学校 20校で実施 

平成 29年度は体力向上モデル校の小学校 40校で実施 

平成 30年度から全ての小学校で実施 
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(３２) 小学生駅伝大会 

① 目 的  大田区のスポーツ振興及び小学校教育の一環として、児童の健康増進や持久力をは

じめとする体力向上事業の成果を発表する場及びスポーツ振興・児童同士の交流の

場とする。 

② 内 容  全ての区立小学校が、第５・６学年児童男女各３名、計 12 名を１チームとして編

成して参加する駅伝記録会を実施する。大田スタジアム特設周回コースを使用する。 

③ 沿 革  平成 24年度から小学生駅伝大会を多摩川緑地にて実施 

平成 24年度と平成 25年度は区立小学校 30校ずつが参加 

平成 26年度から全校による小学生駅伝大会を大田スタジアムにて実施 

平成 30年度は都立つばさ総合高等学校にて実施 

令和元年度から大田スタジアムにて実施 

令和２年度は感染症対策のため中止 

令和３年度は大田スタジアムにて実施 

 

(３３) 学校公開の実施 

① 目 的  学校教育の状況を保護者・地域の人々に公開し、信頼される学校づくりを推進する。

保護者・地域の人々に開くことによって学校改善を推進する。 

② 内 容  毎学期ごとに数日間の学校公開を行う。年１回は週休日に教科の授業を公開する。 

③ 対 象  全ての区立小・中学校 

④ 沿 革  学校公開は、以前から各学校で実施されているが、平成 21 年度から保護者による

授業評価を開始 

 

(３４) ＩＣＴ教育 

① 目 的  ＩＣＴ機器やデジタルコンテンツを活用した授業により、児童・生徒が主体的に目

的や条件に応じて、情報の処理、加工、創造、発信ができる「情報活用の実践力」「情

報の科学的な理解」「情報社会に参画する態度」といった「情報教育」を推進し、児

童・生徒の情報モラル・情報リテラシーの向上と定着を図る。「わかる授業」や「児

童・生徒の興味・関心・意欲を引き出す授業」を目標とした授業改善に取り組み、授

業の質の向上を図ることによって、確かな学力の定着と学ぶ意欲の伸長を図る。 

② 内 容  電子黒板やデジタル教科書等のデジタル教材を活用することで、授業に興味・関心

をもたせ、児童・生徒にわかりやすく、理解しやすい授業を行う。 

タブレット端末を活用して、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改

善（アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善）を推進する。 

教職員向けのＩＣＴ機器の活用サポート体制（ＩＣＴ支援員、ヘルプデスク）の充

実を図る。 

③ 沿 革  平成 26年度に全ての区立中学校に 43台のタブレット端末を導入するとともに、Ｉ

ＣＴ活用推進委員会を立ち上げ推進計画内容を検討する等、ＩＣＴ環境整備事業が開

始された。 

       平成 29 年度に全ての区立小・中学校の普通教室にスライドレール式電子黒板と書

画カメラ、無線ＬＡＮアクセスポイントを整備し、教員用のタブレットを 1 人 1 台、

児童・生徒用タブレットを 40 台ずつ（21 クラス以上の大規模校には 80 台）配備し

た。学校ごとに導入研修を実施し、ＩＣＴ支援員を派遣するとともに、学校ＩＣＴ設

備の問い合わせに対応するヘルプデスクを設置した。 

       令和元年度以降も、電子黒板やタブレット端末の追加配備をする等、引き続きＩＣ

Ｔ環境整備に努めてきた。 
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令和２年度は、文部科学省の「ＧＩＧＡスクール構想」の前倒しを受け、学びの

保障、新しい学びの構築、ＩＣＴ活用の加速化の３つの視点のもと、ＩＣＴ教育の

各施策を体系的に位置付ける「大田区教育ＩＣＴ化推進計画」を策定した。 

この計画に基づき、令和５年度までに進める予定であった「１人１台タブレット

端末」環境の整備を行った。令和２年度末までに 32,000台のタブレット端末を小学

校に追加配備し、区立小学校全児童への貸与を終えた。中学校については、羽田中

学校、南六郷中学校、蒲田中学校の３校をモデル校とし、タブレット端末 1 人 1 台

環境を先行的に実現した。 

また、持ち帰り学習用にモバイルルーターを合計 2,000 台調達し、中学校第３学

年生徒及び小学校第４学年から第６学年児童のうち、インターネット環境が無い家

庭向けに貸与を行った。貸与の際、端末の取扱いについてのマニュアルを作成し、

各校へデータにて送付した。令和３年度５月中に中学校への貸与を終え、全児童・

生徒 1人 1台の端末環境の整備が完了した。 

 

(３５) ＩＣＴ教育推進専門員 

① 目 的  ＩＣＴ教育及び大田区の学校教育に通じた人材を活用し、「大田区教育ＩＣＴ化推    

      進計画」の基本方針Ⅰ「ＩＣＴによる新たな学びの実現」に基づいて、学校のＩＣＴ

活用推進に向けた指導・助言を行い、大田区のＩＣＴ教育の推進を図る。 

② 内 容   ＩＣＴ教育に関する高度な専門性をもつ人材を配置し、区内小・中学校を定期的に 

    訪問させることで、各学校におけるＩＣＴ教育の実態を把握し、改善に向けた助言を 

    行う。 

③  対 象  全ての区立小・中学校 

④  沿 革  令和３年度から２名配置、令和４年度から３名配置 

 

(３６) 教員・保護者向け情報モラル研修 

① 目 的  教員、保護者の情報モラルに関する意識を高め、適切なインターネットの使用等を

推進することで、児童・生徒の健全育成に資する。 

② 内 容  実態調査結果の分析、ネット利用の現状把握、各種機器の体験等 

③ 対 象  全ての区立小・中学校 

④ 沿 革   平成 28年度から実施 

令和２年度から希望校には保護者向けに加えて児童・生徒向けの講習会を実施 

 

(３７) 発達障がい支援アドバイザー 

① 目 的  巡回指導教員の専門性や通常の学級における発達障がいの可能性のある児童への

学級担任等の指導の質を高めるために、専門家が指導・助言を行う。 

② 内 容  発達障がい支援アドバイザーが各小学校を分担して訪問し、年間約 40 時間、担当

校の実態把握や指導方法改善のための助言や支援、指導の補助等を実施する。 

③ 沿 革  平成 27 年度から「発達障害の可能性のある児童に対する早期支援研究事業」の一

環として行われ、指定校 10校を２人で分担して実施した。 

平成 29 年度は小学校全 59 校を７人で、平成 30 年度は小学校全 59 校を８人で分

担して実施した。 

令和元年度は小学校全 59校及び中学校特別支援教室モデル事業を実施する７校を

10人で分担して実施した。 

令和２年度からはさらに中学校７校を対象校に加え、10人で分担して実施 

令和３年度から小学校全 59校、中学校全 28 校を 10 人で分担して実施 
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(３８) 部活動指導員 

① 目 的  中学校における教員の勤務負担軽減及び部活動指導の充実を図り、部活動の運営を 

確保するため、中学校に大田区立中学校部活動指導員を配置する。 

②  内 容  単独で部活動を担当し、指導する。学校外での大会・練習試合の引率等を行う。 

③  対 象  全ての区立中学校 

④  沿 革  平成 30年度はモデル事業として実施し、中学校 10 校に部活動指導員を配置 

        令和元年度はモデル事業として実施し、中学校 20校に部活動指導員を配置 

令和２年度は中学校 22校に 28名の部活動指導員を配置 

令和３年度は中学校 24校に 28名の部活動指導員を配置 

令和４年度は全中学校に 31名の部活動指導員を配置 

 

 (３９) 副校長アシスタント（副校長補佐） 

① 目 的  多忙な副校長の業務負担を軽減するため、副校長アシスタントを全小・中学校に 

配置する。 

② 内 容  調査・報告、施設管理、服務管理、学校徴収金等の副校長の業務を補佐する。 

③ 対 象  全ての区立小・中学校 

④ 沿 革  平成 30年度に全小・中学校に１名ずつ副校長アシスタントを配置 

       87 校中 41 校（小学校 20 校、中学校 21 校）は、都の「学校マネジメント強化モ

デル事業」（平成 30 年度からの２年間）として実施 

令和２年度及び令和３年度は 87 校中 79 校（小学校 53 校、中学校 26 校）が、都

の「学校マネジメント強化モデル事業」（各年度１年間）として実施 

 

(４０) 教員支援員 

① 目 的  教員の業務負担を軽減するため、教員支援員を全小・中学校に配置する。 

② 内 容   教員の事務的・作業的業務（教材等の授業準備、学習プリントの印刷、教室環境整

備等）を補助する。 

③ 対 象  全ての区立小・中学校 

④ 沿 革  令和２年度から全小・中学校に１名ずつ教員支援員を配置 

 

(４１) 不登校対策事業 

① 目 的  「大田区立学校における不登校問題解決要綱」「大田区不登校対策事業実施要綱」

「大田区不登校対策事業実施要領」に基づき、学校が教育委員会及び関係機関や専門

家と連携して、不登校児童・生徒やその保護者を支援するとともに、個々の状態を把

握し計画的に支援する体制づくりを推進する。 

② 内 容  校長より指名された登校支援コーディネーターは、不登校児童・生徒の情報収集、

不登校対策委員会の開催、計画書・報告書の提出等、不登校対策の中心的な役割を担

う。登校支援コーディネーターの負担軽減として、学習指導等を代わりに実施する講

師を配置する。保健室に来る児童・生徒の対応や事務補助等を行う養護教諭補助を配

置する。 

③ 対 象  全ての区立中学校 

④ 沿 革  平成 28年度は都のモデル校として中学校 7校で実施 

平成 29年度は都のモデル校として中学校７校、小学校６校で実施 

平成 30年度は区の実施校として中学校 14校、小学校６校で実施 

令和元年度は区の実施校として中学校 21校、小学校６校で実施 

令和２年度から全中学校 28校で実施 
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令和３年４月１日から不登校特例校分教室「みらい教室」を開室 

令和４年４月１日から不登校特例校分教室の名称を「みらい学園中等部」と改称 

 

(４２) 子ども科学教室 

① 目 的  児童・生徒の科学的思考力や科学に対する探求心を育成するための事業の

一つとして実施し、科学教育の振興を図る。ふだん学校や家庭では体験でき

ない実験・観察を通し、身の回りの自然現象に直接触れ、自然に対する興味・

関心をもつことができるようにする。 

② 根拠法令 理科教育振興法第３条 

③ 対 象  大田区在住及び在学の小・中学生、保護者 

④ 子ども科学教室受講等人数 

年 度 開催回数 募集人員の総数 応募人数 受講者数 

３ 22 回 370 名 1,406 名 370 名 

２ ６回 90 名 345 名 98 名 

元 17 回 732 名 1,260 名 736 名 

30 26 回 772 名 1,271 名 625 名 

29 16 回 544 名 1,189 名 511 名 

 

⑤  子ども科学教室実施内容(全 22 回) 

NO 講 座 名 親子講座 

1 砂時計を作ろう  

2 バラの不思議―アロマを体験しよう―  

3 ヒイラギから葉脈しおりを作ろう①②  

4 宇宙と大地を学ぶ（かわさき宇宙と緑の科学館見学）  

5 ポンポン蒸気船をはしらせよう  

6 光ファイバー＆LEDの世界を体験しよう  

7 ミョウバンで結晶作り  

8 ―196℃超低温の世界  

9 海辺の教室①②貝殻標本とタカラガイストラップ制作  

10 電波をキャッチしてラジオを聴こう①②  

11 電子楽器を作ろう①②  

12 暗闇で光るキーホルダー  

13 顕微鏡で見る小さな世界①② 〇 

14 顕微鏡で見る小さな世界③④ 〇 

15 玉ねぎの皮を使って染物体験①② 〇 

16 海の生き物図鑑チリメンモンスター 〇 

17 七変化万華鏡を作ろう①② 〇 

18 空気砲を作って空気の力を調べよう①② 〇 

19 クリップモーターを作ろう①② 〇 

20 ペットボトル・ロボを作ろう①② 〇 

21 カラフル菊を作ろう 〇 

22 ペットボトルで浮沈紙 〇 

⑥ 沿 革  平成 13年度から実施 

 

（４３） ものづくり科学スクール 

① 目 的  大田区のものづくり教育推進の一環として、児童・生徒（区内在住の小学校

第４学年から中学校第３学年）が身近にある最先端の科学技術に触れ、科学工作等
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を体験することにより、ものづくりや科学の楽しさを味わい、科学の原理等を理解

することにより、ものづくりや科学に一層、興味・関心をもつことができるように

する。 

② 内 容  アルプスアルパイン株式会社に科学技術者の派遣を依頼し、電子部品キットの組

立等科学工作を中心に、ハンダ付け、工具の取り扱い等基礎的技能の習得を図り、

科学の原理や工作技術の説明を加えた内容とする。事業に関わる事務及び進行は、

科学教育センターの教育相談員が行い、受講者からは材料費を徴収する。 

 

③ ものづくり科学スクール実施状況及び応募者数（令和３年度） 

 回 実 施 日 場  所 講座名（題材） 応募者数 （倍率） 

 

後 

期 

1 10月 17日（日） 池上会館 
光センサー・よけロ

ボ 
90名 (9.0) 

2 11月 14日（日） アルプスアルパイン（株） 電子ピアノ 99名 (5.0) 

3 12月 5日（日） 池上会館 ＡＭ/ＦＭラジオ 84名 (8.4) 

4 1月 16日（日） アルプスアルパイン（株） 電子ピアノ 60名 (3.0) 

 333名 (5.6) 

注１：定員は電子ピアノの講座が 20 名、他は 10 名 

 注２：令和３年度は全４講座、定員 60 名に対して応募者総数は 333 名（5.6 倍） 

注３：新型コロナウイルス感染症に係る対応により、夏期休業日終了まで及び２月 14 日の

回を中止とした。また、参加児童間の距離をとったり、募集人数を半減したりするな

どの感染防止措置を行いながら実施した。 

④ 沿 革 平成 15年度から実施 

 

 (４４) 小・中学校連合行事 

① 目 的  区立小・中学校の各学校での取組の成果を発表する場として設定し、児童・生徒及

び教員が他に学ぶ機会をもつことで切磋琢磨し、学習意欲の向上と指導力向上を図る。 

② 対 象  全ての区立小・中学校の児童・生徒 

③ 実 績（令和３年度） 

行 事 名 対 象 者 回 数 

特別支援学級連合運動会 特別支援学級児童・生徒 感染症対策のため未実施 

特別支援学級連合球技大会 特別支援学級生徒 令和３年度実施 

特別支援学級連合移動教室 特別支援学級児童・生徒 令和３年度実施 

特別支援学級連合演劇鑑賞教室 特別支援学級児童・生徒 
隔年１回 

令和４年度中止 

特別支援学級連合作品展覧会 特別支援学級児童・生徒 
隔年１回 

令和３年度実施 

小学校連合家庭科作品展覧会 区立小学校児童 
隔年１回 

令和４年度予定 

小・中学校連合音楽鑑賞教室 
区立小学校第５学年児童 

区立中学校生徒 
感染症対策のため未実施 

小学校連合音楽会 区立小学校児童 感染症対策のため未実施 

中学校連合陸上大会 区立中学校生徒 感染症対策のため未実施 

中学校連合学芸会 

（音楽・演劇・英語） 
区立中学校生徒 令和３年度実施 

中学校連合ダンス発表会 区立中学校生徒 令和３年度実施 



   

36 

 

大田区立小学校連合図画工作科作

品展 
区立小学校児童 令和３年度実施 

大田区立中学校連合技術・家庭科

作品展 
区立中学校生徒 令和３年度実施 

大田区立中学校連合美術科作品展 区立中学校生徒 令和３年度実施 

大田区立小学校連合書初展 区立小学校児童 令和３年度実施 

大田区立中学校連合書初展 区立中学校生徒 令和３年度実施 

 

 (４５) 研究・研修 

① 各種専門研修等 

ア 目  的  学校経営、学習指導、生活指導、学級指導等の教育活動の諸分野について、学校

が抱えている教育課題を踏まえながら、教育公務員としての自覚と資質を高める。 

イ 対 象  区立小・中学校の校長、副校長、主幹教諭、指導教諭、主任教諭、教諭、主幹養

護教諭、主任養護教諭、養護教諭、栄養教諭 

令和３年度 各研修実績 

研修会名 内   容 回数 
参加 

人数 

新任・区外転入管理職研修 
新任管理職の学校経営能力、実務能力等の向上を図る研修

を行った。 
3 64 

評価者訓練 
人事考課制度と管理職の評価能力の向上を図るための研

修を行った。 
4 177 

主幹教諭研修会 
主幹教諭の職務に対する理解を深めるとともに、実践的職

務遂行能力の向上を図った。 
2 194 

主任教諭研修会 
主任教諭の職務に対する理解を深めるとともに、実践的職

務遂行能力の向上を図った。 
2 496 

教務主任会 
教務に関する諸活動の充実を図り、教育課程や各学校の課

題への対策を構想し、資質の向上のための研修を行った。 
2 176 

中学校進路指導主任会 
進路指導主任の職務に対する理解を深めるとともに、実践

的な職務遂行能力の向上を図った。 
4 158 

生活指導主任会 

生活指導の充実を図るため、学校内外の生活指導上の諸問

題について情報交換を行い、指導の在り方を研修した。ま

た、地区別連絡協議会の充実を図った。令和２年度から、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び教職員の働き

方改革に係る対応のためオンラインによる実施回を設け

た。 

11 968 

授業改善セミナー 
初任者、２年次、３年次の教諭がオンラインで模擬授業を

行い、主任教諭が講評する研修を実施した。 
1 717 

初任者研修会 センター研修 
教育公務員としての自覚と資質向上を図るため、センター

研修を行った。 
10 876 

初任者研修会 夏季集中研修 1学期の指導上の課題とこれからの指導の充実を図った。 ２日 176 

初任者研修会 課題別研修 
教育公務員としての自覚と資質向上を図るため、課題別研

修を行った。 
6 547 

２年次研修 
2年次の教員を対象に、授業力の向上と指導方法の改善を

目指した研修を行った。 
5 425 

３年次研修 
3年次の教員を対象に、授業力の向上と指導方法の改善を

目指した研修を行った。 
6 648 
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中堅教諭（養護教諭）等資質

向上研修Ⅰ 

教職経験が 10 年に達した教員を対象に、学習指導・生活

指導等の能力の向上をはじめ、教育公務員としての資質・

能力の向上を図る研修を行った。 

8 468 

小学校外国語活動研修 
小学校外国語活動の指導の実際について、講義及び演習を

とおして理解を深めた。 
1 60 

教育相談研修 
教育活動に必要な教育相談の基礎的な理論や技法につい

て、講義・演習を通して研修した。 
４ 446 

日本の伝統文化研修 令和３年度は中止   

郷土博物館研修 令和３年度は中止   

和楽器実技研修 令和３年度は中止   

特別支援教育研修（通年） 

通常学級における教員が、発達障がい等の特別な支援を要

する児童・生徒への理解を深め、具体的な指導のあり方を

研修した。 

2 164 

特別支援教育コーディネータ

ー連絡協議会 

特別支援教育コーディネーターとしての専門性を高め、各

校における特別支援教育の推進を図った。 
2 174 

エリアネットワーク研修 
区内の都立特別支援学校と連携し、特別支援教育の基礎と

エリアネットワークの考え方について理解を深めた。 
1 140 

人権教育研修 

学校や地域の人権上の課題を明らかにし、各学校が人権教

育の一層の充実を図るために講話・協議等を通して研修

を行った。 

7 616 

ＩＣＴ活用研修 

悉皆研修と選択研修を設定し、授業におけるコンピュータ

活用等学校全体の情報教育の推進と情報モラルの向上を

図る研修を行った。 

6 182 

小学校理科授業力向上研修 

現行学習指導要領で新たに取り扱うこととなった内容の

研修を中心に構成した。最先端の科学と結び付けることに

より、教員自身の興味・関心を喚起した。 

16 306 

中学校理科授業力向上研修 
理科を専門とするアドバイザーから理科教育・実験の授

業観察を通じ、指導・助言を受ける研修を行った。 
13 33 

 

② 指導･調査研究 

ア 進路指導対策 

(ア) 目 的  区立中学校におけるキャリア教育の推進や、各学校における進路指導上の課

題への対応及び講演会等の研修会を通して、よりよい進路指導を推進する。 

(イ) 対 象  区立中学校校長、進路指導主任、成績一覧表作成実務者 

(ウ) 実 績  進路指導主任会（年２回） 

成績一覧表調査（年２回） 

 

イ 生活指導の充実 

(ア) 目 的  学校や学区域における生活指導上の諸問題について望ましい生活指導の在

り方を協議し、研修を通して学校の生活指導の向上を図る。 

(イ) 対 象  区立小・中学校生活指導主任 

(ウ) 実 績  生活指導主任会（11 回）、児童委員、児童相談所、学校等の関係機関によ

る地区連絡協議会（※感染症対策のため中止）、学校と警察の連絡協議会（※

感染症対策のため中止）、学年末非行防止連絡協議会（※感染症対策のため中

止） 

 

ウ 外国人による英語指導 

(ア) 目 的  外国人の外国語教育指導員を活用して、日常的な会話や簡単な情報交換等が
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できるよう、実践的なコミュニケーション能力を培うことを目指す。 

(イ) 対 象  区立小・中学校全学年 

(ウ) 実 績  派遣時間 小学校第１学年・第２学年(年間８時間) 

第３学年・第４学年(年間 25時間) 

第５学年・第６学年(年間 60時間） 

中学校全学年（年間 21時間） 

※平成 29 年度から第３学年は年間 25時間 

※平成 30 年度から第３・４学年は年間 25時間、第５・６学年

は年間 40 時間 

※令和２年度から第５・６学年は年間 60時間、中学校全学年は

年間 21時間 

 

エ 外国人、帰国児童・生徒日本語特別指導 

(ア) 目  的   日本語指導が必要な在日外国人児童・生徒や、海外から帰国した児童・生徒

を対象に、個別や小集団による日本語指導を行う。 

(イ) 対 象    日本語特別指導が必要な小学校第１学年から中学校第３学年の児童・生徒 

(ウ) 実 績    日本語特別指導（初期指導） 小学校 38校 102人、中学校 11校 15人 

 日本語学級における指導 小学校 22校 47人、中学校 14校 43人（令和３年

度） 

 

オ 各種調査委員会等 

(ア) 目  的  おおた教育ビジョンの円滑な実施と今日的教育課題への対応を図るため、必

要な調査委員会を設置し、具体策を協議・検討する。 

(イ) 対 象  区立小・中学校の校長、副校長、主幹教諭、指導教諭、主任教諭、教諭、   

主幹養護教諭、主任養護教諭、養護教諭、栄養教諭 

(ウ) 実 績（令和３年度） 

各種調査委員会 内   容 
延べ 

回数 

委員 

数 

国語力向上推進委員会 

小・中学校読書活動部会の２つの部会を設定し、

校務支援システムで児童・生徒の国語力の向上を

図った。 

1 12 

体力調査委員会 
体力調査実施報告書（第61集）を作成し、区立全

小・中学校に周知した。 
3 11 

食育推進委員会 

給食指導や各教科で取り組まれてきた食に関する

指導を整理し、報告書にまとめた。また、保護者

啓発用リーフレットを作成し、食育を推進した。 

5 16 

中学校社会科副読本作成

委員会 

学習指導要領の実施に向けて副読本の改訂を進め

た。 
2 6 

人権・平和に関する指導

資料作成委員会 

児童・生徒への人権教育の推進を図るため、人権

課題に関する指導資料を作成した。 
1 ７ 

ものづくり教育・学習フ

ォーラム準備会 

大田区のものづくり教育に関する協議やものづく

り教育・学習フォーラムの運営 
4 46 

授業改善リーダー連絡会 

大田区学習効果測定結果や全国学力・学習状況調査結

果を受け、各教科における本区の学習課題を明らかに

し、今後の授業改善につなげる「授業改善のポイント」

を作成し各校へ配布した。また、「授業改善のポイント」

に基づいた実践報告を「授業改善セミナー」で報告した。 

 

2 30 

理科教育推進委員会 
理科教育推進に向けた意見交換をオンラインで行

った。 
1 19 
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自然体験活動推進委員会 令和３年度は中止   

学習カルテ・学習カウン

セリング検討委員会 
令和３年度は中止 

 

 

 

 

小学生駅伝大会実行委員

会 

小学生駅伝大会の実施要項を作成し、2回の担当者説明

会を実施するとともに、当日の運営を行った。 
7 22 

日本語指導検討委員会 
日本語指導についての情報交換及び事業改善に向

けた協議を行った。 
2 6 

 

カ 教育研究推進校 

(ア) 目 的  教育委員会の教育目標及び教育施策を達成するため、教育委員会及び区立学校

が当面する教育課題を積極的に解決するよう実践的研究や活動を奨励し、大田区

における学校教育の推進・充実を図る。 

(イ) 対 象  令和４年度 

＜１年次＞大森第三小学校、田園調布小学校、洗足池小学校、矢口小学校、 

相生小学校、大森第六中学校、蓮沼中学校 

 ＜２年次＞大森第四小学校、入新井第五小学校、池上小学校、小池小学校、 

             萩中小学校、西六郷小学校、大森第二中学校、南六郷中学校 

 

(４６) 学習･指導資料作成 

① 目 的  児童・生徒の確かな学力・体力の向上、道徳の授業を核とした心の教育の推進、宿

泊を伴う学校行事の一層の充実等を図るため、児童・生徒の学習資料を作成するとと

もに指導の充実・改善を図る資料を作成する。 

② 対 象  区立小・中学校の校長、主幹教諭、指導教諭、主任教諭、教諭、主幹養護教諭、主

任養護教諭、養護教諭、全児童・生徒 

③ 実 績 

 

資料本名 内  容 配布学年 

わたしたちの大田区 小３学年用社会科副読本 小学校第３学年児童 

わたしたちの大田区・東京都 小４学年用社会科副読本 小学校第４学年児童  

のびゆく大田区 中学校用社会科副読本 中学校第１学年生徒 

新版 野辺山学習ガイド 中学校移動教室用冊子 中学校第１学年生徒 

新版 とうぶ学習ガイド 小学校移動教室用冊子 小学校第６学年児童 

新版 伊豆高原学習ガイド 小学校移動教室用冊子 小学校第６学年児童 

人権に関する学習資料（小学校） 小学校人権教育リーフレット 小学校第６学年児童 

人権に関する指導資料（小学校） 人権に関する指導資料 小学校管理職・教員 

人権に関する学習資料（中学校） 中学校人権教育リーフレット 中学校全学年生徒 

人権に関する指導資料（中学校） 人権に関する指導資料 中学校管理職・教員 

人権に関する指導資料（特別編） 
「お肉の情報館」を活用した学

習ガイド 

小中学校管理職・人権教育

推進担当教員 

平和に関する指導資料 中学校人権に関する指導資料 小中学校管理職・教員 

書くって楽しいね（低・中・高） 作文補助教材 
小学校第１・３・５学年児

童 
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(４７) 大田区教育研究会 

① 目 的  大田区教職員の研究と修養を深め、その成果を教育の振興・発展に資する。 

② 対 象  区立小学校・中学校・館山さざなみ学校 校長・副校長・主幹教諭・指導教諭・

主任教諭・教諭・養護教諭・事務職員・学校栄養職員 

③ 実 績  一斉部会は年６回開催している。研究授業に向けての事前研究会等は、随時開催し

ている。 

④ 会員数  小学校 1,547名､中学校 740名､会員数計 2,287名（令和４年３月 31日現在） 

⑤ 内 容  教育の発展に資する各種研究機関の設置とその運営 

教育に関する研究、出版、広報活動 

教職員の研修及び研究奨励に関する事業 

小中一貫教育への研究・研修    

⑥ 部会等 

ア 小学校研究部 

国語 社会 算数 理科 生活科・総合的な学習の時間 音楽 図工 家庭 体育 道徳 

外国語活動 特別活動 学校保健 情報教育 図書館教育 児童文化 学校給食 学校事務 

イ 中学校研究部 

国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健体育 技術・家庭 英語 道徳 特別活動 

養護 総合的な学習の時間 情報教育 図書館教育 生活指導 演劇 学校給食 学校事務 

新聞教育  

ウ 小・中合同研究部 

特別支援教育 学校教育相談 環境教育 人権教育 進路指導 福祉・ボランティア教育 

エ その他 

「小中一貫教育の会」があり授業公開や協議会を実施している。 

 

(４８) 小・中学校使用教科書一覧 

 大田区教科用図書採択要綱に基づき、小学校・中学校の教科用図書は、下記を使用する。 

 

 

種目名 教科書名 発行者名 

国  語 国語 光村図書出版 

書  写 書写 光村図書出版 

社  会 新しい社会 東京書籍 

地  図 楽しく学ぶ 小学生の地図帳 帝国書院 

算  数 新しい算数 東京書籍 

理  科 たのしい 理科 大日本図書 

生  活 わくわくせいかつ・いきいきせいかつ 啓林館 

音  楽 小学生の音楽  教育芸術社 

図画工作 図画工作 日本文教出版 

家  庭 小学校 わたしたちの家庭科 開隆堂出版 

保  健 みんなの保健 学研教育みらい 

英  語 CROWN Jr. 三省堂 

特別の教科 道徳 かがやけ みらい 小学校道徳 学校図書 

＜小学校・館山さざなみ学校＞ 
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(４９)  大田区いじめ問題対策委員会 

① 目 的  大田区いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策を実効的に推進

するための提言を行う教育委員会の付属機関として設置した。 

② 根 拠  大田区いじめ防止対策推進条例第 14 条 

③ 構 成  学識経験を有する者１名、法律に関する専門的な知識を有する者２名、心理に関す

る専門的な知識を有する者１名、福祉に関する専門的な知識を有する者１名で構成 

④ 沿 革  令和３年度に会議を２回開催 

 

(５０)  大田区いじめ問題対策連絡協議会 

① 目 的  いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため設置した。 

② 根 拠  大田区いじめ問題対策推進条例第 13 条 

③ 沿 革  令和３年度に関係機関及び団体の連携を図る会議を１回開催 

 

４ 交通安全巡回指導 

(１) 目 的  児童の交通安全を図るため、平成９年度から専任の交通安全指導員２名を配置し児

童に交通安全意識を身に付けさせるとともに、児童自身でその場の状況に応じた正し

い判断ができるようになることを目的として指導している。 

 

(２) 内 容  主に「歩行のルールや横断歩道の渡り方」「自転車の点検と正しい乗り方」「日常

生活における交通安全・交通法規の確認」の３点である。 

 

種目名 教科書名 発行者名 

国  語 国語 光村図書出版 

書  写 中学書写 光村図書出版 

社会（地理的分野） 社会科 中学校の地理 帝国書院 

社会（歴史的分野） 新しい社会 歴史 東京書籍 

社会（公民的分野） 新しい社会 公民 東京書籍 

地  図 中学校社会科地図  帝国書院 

数  学 新しい数学 東京書籍 

理  科 新しい科学 東京書籍 

音楽（一  般） 中学生の音楽 教育芸術社 

音楽（器楽合奏） 中学生の器楽 教育芸術社 

美  術 美術 日本文教出版 

保健体育 中学保健体育 学研教育みらい 

技術･家庭（技術分野） 技術・家庭（技術分野） 開隆堂出版 

技術･家庭（家庭分野） 技術・家庭（家庭分野） 開隆堂出版 

英  語  ＮＥＷ ＣＲＯＷＮ 三省堂 

特別の教科 道徳 中学道徳 あすを生きる 日本文教出版 

＜中学校＞ 
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(３) 対 象  区立小・中学校の児童・生徒 

 

(４) 根 拠  大田区交通安全指導員設置要綱 

 

(５) 実 績（令和３年度） 

内 容 対 象 回 数 児童数 

歩行訓練 小学校第 1 学年 58回 5,159人 

自転車教室 小学校 58回 4,931人 

下校指導 小学校 50回 4,425人 

交通安全教室 
小学校 

中学校 

96回 

6回 

18,436人 

1,185人 

夏休み自転車教室 小学校 1回 20人 

計  269回 34,156人 

 

 

 

通学路における合同点検の実施（各警察署、道路管理者、各学校、教育総務課） 

 令和３年６月に千葉県八街市において発生した児童事故を受け、通学路における合同

点検を実施した。 

（１） 内 容  

学校による危険個所の抽出を実施した（令和 3年 8月 20日まで）。 

 在校児童から得られた情報を活用するとともに、保護者、見守り活動者及び 

自治会・町会などの協力を得て危険個所をリストアップした。 

（２） 合意点検の実施期間 

 合同点検は、各警察署、道路管理者（区は都市基盤整備部）、各学校、教育総

務課で行い、対策必要個所を抽出した（令和 3年 8月下旬から 9 月末まで）。 

（３） 実施対象 

 全区立小学校（59校）の通学路 

（４） 対 策 

 合同点検を実施した各機関で、「学校・教育委員会」「道路管理者」「警察署」

でできる内容を整理し対策に当たった。 

令和 3年度末の結果 

合同点検実施 169個所のうち、学校・教育委員会による対策必要個所は 61 あり、

安全教育は全校で行い、通学路の変更などは、今後対応を検討していく。 
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５ 特別支援学級・特別支援教室（サポートルーム） 

障がいのある児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、

児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、それに対応した適切な指導や支援を行うために、

特別支援学級・特別支援教室（サポートルーム）を設置している。 

特別支援教育は一人ひとりの障がいの特性や発達の状況に応じてきめ細かな指導を行い、社会生

活に必要な能力を最大限に伸ばすことを目標としている。 

(１) 根拠法令  学校教育法第 81条第２項、学校教育法施行規則第 140 条  

(２) 事業内容 
特別支援学級は、固定学級と通級指導学級がある。固定学級は知的障害学級、通級指導学級は弱

視、難聴、言語障害学級として設置している。 

特別支援教室（サポートルーム）は、これまで情緒障害等指導学級として行ってきた指導を在籍

校で受けられるようにしたもので、小学校は平成 28年度から全校に設置している。中学校については

令和元年度からの段階的実施を経て、令和３年度から全校設置となった。 

 (３) 特別支援学級設置数等（令和４年５月１日現在） 

   

小学校・知的障害固定学級（14校）  小学校・言語障害通級指導学級（４校） 

校名 
学級

数 

児童

数 
設置年月日 

 
校名 

学級

数 

児童

数 
設置年月日 

 

大森第五 2 14 昭和 33年 11月 1日  入新井第一 2 25 平成 25年 4 月 1日 

入新井第一 3 19 昭和 29年 4 月 1日  東調布第三 2 24 平成 27年 4 月 1日 

馬込第二 2 14 昭和 37年 4 月 1日  北糀谷 2 23 平成 7年 4月 1 日 

池上 4 31 昭和 43年 4 月 1日  志茂田 3 42 昭和 61年 4 月 1日 

池上第二 2 16 平成 23年 4 月 1日  計 9 114  

東調布第一 4 29 昭和 29年 4 月 1日   

雪谷 3 18 昭和 32年 10月 1日  中学校・知的障害固定学級（10校） 

洗足池 3 22 平成 27年 4 月 1日  
校名 

学級

数 

生徒

数 
設置年月日 

東糀谷 5 34 昭和 35年 4月 11日  

出雲 4 28 昭和 44年 4 月 1日  大森東 2 15 平成 27年 4 月 1日 

西六郷 3 23 昭和 36年 4月 18日  大森第八 3 21 昭和 42年 4 月 1日 

矢口西 2 14 平成 31年 4 月 1日  馬込 4 25 昭和 42年 4 月 1日 

矢口東 3 22 昭和 33年 11月 1日  東調布 2 14 昭和 33年 11月 5日 

蒲田 3 21 昭和 29年 6月 14日  石川台 2 10 令和 3年 4月 1 日 

  計 43 305   羽田 2 13 昭和 40年 4月 14日 

     六郷   3 20 平成 25年 4 月 1日 

  志茂田 4 27 昭和 35年 11月 4日 

小学校・弱視通級指導学級（１校）  矢口 2 11 平成 31年 4 月 1日 

校名 
学級

数 
児童

数 
設置年月日 

 蓮沼 3 23 昭和 31年 4 月 1日 

 計 27 179  

東調布第三 1 7 昭和 49年 4 月 1日   

計 1 7   中学校・難聴通級指導学級（１校） 

  
校名 

学級

数 
生徒

数 
設置年月日 

小学校・難聴通級指導学級（２校）  

校名 
学級

数 
児童

数 
設置年月日 

 御園 1 11 昭和 57年 4 月 1日 

 計 1 11  

入新井第一 1 7 昭和 37年 5 月 7日      

北糀谷 1 9 昭和 52年 3 月 8日      

計 2 16       
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(４) 特別支援教室（サポートルーム）児童・生徒数（令和４年５月１日現在） 

   

小学校（59校）   

グループ 校名 拠点校 児童数  グループ 校名 拠点校 児童数 

1 

中富 ※ 20  

15 

羽田 ※ 15 

大森第四  38  糀谷  11 

大森第一  27  東糀谷  17 

2 

大森東 ※ 5  

16 

中萩中 ※ 13 

大森第五  5  都南  9 

入新井第五  9  萩中  7 

入新井第一  10  

17 

南蒲 ※ 19 

3 

梅田 ※ 11  北糀谷  11 

山王  11  出雲  44 

馬込第二  15  

18 

東蒲 ※ 10 

4 

入新井第二 ※ 26  大森第三  17 

開桜  20  蒲田  3 

池上  15  計   984 

入新井第四  14      

5 

馬込第三 ※ 17  中学校（28校） 

馬込  29  グループ 校名 拠点校 生徒数 

池雪  23  

1 

大森第十 ※ 7 

6 

小池 ※ 15  馬込  4 

洗足池  11  貝塚  9 

赤松  6  田園調布  9 

清水窪  11  雪谷  4 

7 

調布大塚 ※ 11  大森第六  8 

田園調布  6  石川台  5 

雪谷  10  

2 

東蒲 ※ 14 

8 

東調布第三 ※ 14  大森第一  15 

久原  35  羽田  12 

松仙  24  糀谷  11 

9 

嶺町 ※ 28  出雲  14 

東調布第一  18  六郷  5 

千鳥  13  南六郷  17 

10 

多摩川 ※ 41  

3 

大森第二 ※ 3 

矢口  24  大森東  11 

矢口西  13  大森第八  15 

11 

志茂田 ※ 24  馬込東  2 

相生  25  大森第四  4 

矢口東  13  大森第三  18 

道塚  43  蒲田  4 

12 

おなづか ※ 9  

4 

御園 ※ 10 

池上第二  19  東調布  9 

徳持  9  大森第七  19 

13 

六郷 ※ 16  志茂田  13 

西六郷  13  矢口  9 

高畑  13  蓮沼  6 

南六郷  13  安方  6 

14 

仲六郷 ※ 7  計   263 

東六郷  17      

新宿  12      
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６ 館山さざなみ学校 

館山さざなみ学校は、ぜん息・肥満・病虚弱・偏食の児童が、健康及び栄養指導と規則正しい生

活により健康の回復増進を図ることを目的に設置された。海と丘に囲まれた自然の中で、通常の教

育課程も学ぶ全寮制の学校である。 
施設は校舎・体育館・寄宿舎・食堂・プール・校庭等が同一敷地内に設けられ充実しており、職

員は教職員のほか寄宿舎指導員、看護師等が配置されている。 

 
(１) 根拠法令 学校教育法第 72条 

 

(２) 所在地  〒294-0223 千葉県館山市洲宮 768 番地の 117 

   電 話 0470(28)1811 

   ＦＡＸ 0470(28)1812 

 

(３) 入校条件 区内に居住し、大田区立の小学校に通う第３学年から第６学年の児童 

(４) 学級編制と定員 
学級編制状況 (令和４年５月１日現在)               設置学級及び定員 

学 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計  学 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計 

学級数 1 1 1 3 学級数 1 1 1 1 4 

児童数 1 3 9 5 18 児童数 20 20 20 20 80 

※3・4年生は複式学級で、両学年で１学級である。 

 

(５) 沿革 

昭和 11年７月 岩井養護学園開園 

昭和 14年７月 宇佐美学園開園 

昭和 22年４月 両学園とも大田区立養護学園となる 

昭和 58年４月 両園を廃園とし新たに館山養護学校開校  

平成 19年４月 館山養護学校を館山さざなみ学校に校名変更 

 

７ 糀谷中学校 夜間学級 

糀谷中学校夜間学級は、様々な事情で義務教育を修了（卒業）することができなかった人たちが

教育を受ける場として、昭和 28 年９月１日に設置された。修了時には中学校卒業資格が得られる。 

学習内容は中学校の９教科で、理解や習熟の程度等に応じて編制したクラスで授業を行っており、

連合体育大会や社会科見学等は日曜日の昼間に行う等工夫している。また、給食（自己負担）を実

施している。 

 

(１) 所在地    〒144-0034 東京都大田区西糀谷３－６－23  電話 3741-4340 

(２) 入学できる人 15 歳以上で、義務教育を修了していない人や、様々な事情により実質的に義

務教育を十分に受けられなかった人。学力、国籍は問わない。 

(３) 授業時間   午後５時 30分～午後８時 55分（１日４時限） 

(４) 授業料    無料 
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令和４年５月１日現在の在籍者数 

生徒数・学級数 (人)   (クラス)  生徒の年齢構成 (人) 
 

学年 

性別 
1年 2年 3年 計  

年齢 

性別 

15歳～ 

19歳 

20歳～ 

29歳 

30歳～ 

39歳 

40歳～ 

57歳 

58歳 

以上 
計 

男 0 4 2 6  男 4 1 0 1 0 6 

女 0 4 6 10  女 3 2 1 4 0 10 

計 0 8 8 16  計 7 3 1 5 0 16 

学級数 0 1 1 2         

 

８ 日本語学級 

区立小・中学校に就学している外国人及び帰国子女等で、日本語の理解が不十分な児童・生徒を

対象とした通級学級。生活言語を学ぶ初期指導程度を終了した後、学習言語を学ぶことを目的とし

て、東京都の認証を受け設置している。 

(１) 対象 

① 小学生で、日本語初期指導（上限 80時間）程度を終了した児童 

② 中学生で、日本語初期指導（上限 80時間）程度を終了した生徒 

(２) 指導期間 

２年間（小・中学校通算での上限） 

※小学校在籍中に通級期間が２年に満たない場合で、さらに中学校でも通級を希望する場合は、中

学校入学後にあらためて入級申請が必要である。 

 
 

校名 

（設置年月日） 

蒲田小学校 

（平成 21年 4月 1 日） 

蒲田中学校 

（平成 22年 4月 1 日） 

学年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 計 1 年 2 年 3 年 計 

児童･生徒数 0 6 7 5 6 6 30 0 11 10 21 

学級数 2 2 2 2 

 

９ 就学援助費の支給 

児童・生徒の保護者のうち、一定の所得に満たない世帯を対象に、給食費や学用品の購入費等、

学校でかかる費用の一部を支給する（生活保護法による教育扶助を受けている場合は、教育扶助と

して支給されている費目を除く。）。医療費についても援助の対象となっている疾病を治療した場合

には、治療に要した費用を支給する。    

(１) 根拠法令 
 教育基本法第４条、学校教育法第 19 条等 

(２) 申請資格 
  大田区に居住し、小・中学校に通学している児童・生徒の保護者 

 

(３) 令和３年度認定者数 

 認定者数 7,809 人 （小学校 5,081人・中学校 2,728人）  

 

           

   

令和４年５月１日現在の在籍者数 
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令和４年度 小学校就学援助費目及び支給額                 (単位：円) 
学 

校 
学 年 

新入学 

用品費 
給食費 

学用品

費 

校外 

授業費 

クラブ 

活動費 

移動教室   

参 加 費 

修学旅行   

参 加 費 

卒  業   

ｱﾙﾊﾞﾑ費 
計 

小 

学 

校 

1 51,060 45,100 15,690 1,050     112,900 

2  45,100 18,880 1,050     65,030 

3  49,500 18,880 1,050     69,430 

4  49,500 18,880 3,150 240    71,770 

5  54,450 18,880 3,150 240 6,500   83,220 

6  54,450 18,880 3,150 240 6,800  11,000 94,520 

 
令和４年度 中学校就学援助費目及び支給額                 (単位：円) 
学 

校 
学 年 

新入学 

用品費 
給食費 

学用品

費 

校外 

授業費 

クラブ 

活動費 

移動教室   

参 加 費 

修学旅行   

参 加 費 

卒  業   

ｱﾙﾊﾞﾑ費 
計 

中
学
校 

1 60,000 58,850 30,450 1,680  8,700   159,680 

2  58,850 34,410 1,680     94,940 

3  58,850 34,410 4,800   66,000 8,800 172,860 

注１：費目には上記の他に体育実技費、通学費（特別支援学級のみ）がある。 

注２：移動教室、修学旅行の参加費は限度額 

注３：夜間学級は給食費 62,700円  

 

１０ 就学、学級編制  

(１) 就学  
 

区立小学校 59 校、区立中学校 28 校の学校ごとに通学区域を定めており、当該児童・生徒の住所

により就学する学校を指定している｡指定校以外の学校への就学（指定校変更）については、申請理

由及び当該校の児童・生徒数、学級数、施設保有数等を総合的に判断し、相当と認める場合は許可

している。 

① 根拠法令 

学校教育法施行令第５条、大田区立学校設置条例、大田区立学校設置規則等 

 

(２) 学級編制 

学級編制基準に基づき小学校第１学年から第３学年までは１学級 35人、その他の学年は１学級 40

人で学級編制を行っている。中学校第１学年については、東京都の 35人学級対応加配の適用により、

１学級 35人での編制、又はティームティーチングや少人数指導での活用を図っている。また、小学

校第４学年から第６学年についても、令和７年度までに、第４学年から順次、１学級 35人編制への

見直しを予定している。 

① 根拠法令  

公立義務教育諸学校の学級編制および教職員定数の標準に関する法律、東京都公立小学校、中学

校、義務教育学校及び中等教育学校前期課程の学級編制基準 

 

１１ 適正配置 

児童のより良い教育環境を整備していくため、大田区立小中学校適正規模適正配置審議会からの

答申を受け、平成 12 年度に第一次実施計画を策定し、平成 14 年度に統合を実施、平成 15 年 11 月

に第二次実施計画を策定、公表し、平成 17年度統合を実施した。 
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(１) 実施の内容  

① 第一次実施計画に基づく統合(平成 14年４月実施) 

・羽田旭小学校を東糀谷小学校と羽田小学校に統合した。 

・大森第二小学校と大森第六小学校を統合し、開桜小学校とした。 

② 第二次実施計画に基づく統合(平成 17年４月実施)  

・蓮沼小学校と女塚小学校を統合し、おなづか小学校とした。 

・北蒲小学校と蒲田小学校を統合し、蒲田小学校とした。 

 

１２ 幼稚園 

大田区の区立幼稚園は平成 21 年３月 31 日に９園全て廃園となった。 

(１) 根拠法令  

大田区立幼稚園条例、大田区立幼稚園条例を廃止する条例 

 

１３ 校外施設 

伊豆高原学園、休養村とうぶの校外施設は、区立小・中学校に在学する児童・生徒が、豊かな自

然環境の中で集団生活を通じて、人間的な交流を広げ、自然とのふれあいや地域社会への理解を深

めながら、心身共に健全で調和のとれた学習及び健康増進を促進するために、移動教室や夏季施設

を実施する施設として設置されている。（平成 21 年度より対象学年を変更） 

伊豆高原学園は、移動教室での利用が優先されるが、児童の利用しない期間に区民、社会教育団

体も利用できる。休養村とうぶは、移動教室での利用が優先されるが、年間を通して区民も利用可

能である。 

  伊豆高原学園 休養村とうぶ 

開  設 昭和 42年 9 月 1日 平成 10年 8 月 12日 

所 在 地 静岡県伊東市八幡野 1154-3 長野県東御市和 6733-1 

収容人員 260人 児童 260人 

運 営 費

（予算額） 
(令和 4年度)86,915,000円 (令和 4年度)9,914,000円 

職 員 数 PFI法による選定事業者 指定管理者 

 

(１) 根拠法令   伊豆高原学園・・・大田区立学校校外施設設置条例 

休養村とうぶ・・・大田区休養村とうぶ条例 

(２) 伊豆高原学園 

伊豆半島東海岸の中ほどの静岡県伊東市に設置されている。平成 24 年度から 26 年度まで全面改

築を実施した。 

一般区民利用との併用施設で、区立小学校の児童が移動教室で利用する。 

(３) 休養村とうぶ 

雄大な自然に囲まれた信州・東御市に設置されている。ぶどう畑を見下ろし、千曲川が流れ、遠

く美ヶ原や北アルプスが望める。 

一般区民利用との併用施設で、区立小学校の児童が移動教室で利用する。 
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(４) 令和３年度利用実績 

  伊豆高原学園 休養村とうぶ 

  児童 引率者 計 児童 引率者 計 

移動教室 1,932 257 2,189 1,101 111 1,212 

そ の 他 0 42 42 0 0 0 

計 1,932 299 2,231 1,101 111 1,212 

 

１４ 学校保健・安全 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(１) 定期健康診断 

① 心臓検査   

   ア 対 象 

   区立小・中学校第１学年児童・生徒 

   小学校第４学年児童で保健調査の結果リストアップされた者 

   その他検査が必要とされた者 

イ 受診者数 

 
年度 

一次検査 

（受診者数） 

精密検査 

（受診者数） 

令和 ３ 年度 9,098人 255人 

令和 ２ 年度 8,877人 223人 

令和 元 年度 8,838人 278人 

社会生活の多様化は、子どもの健

康と安全にも大きな影響を与えて

いる。学校生活における「健康と安

全」は、学校教育の発展に欠かすこ

とのできないものであり、学校保健

の充実がますます必要である。 

 大田区では、近年の学校保健の動

向を踏まえ、学校、学校医、医師会、

保護者と一体になって子どもたち

の健康管理の充実や健康と安全の

推進、保健活動の意識高揚のための

啓蒙活動に努めている。 

 なお、過剰な運動や運動不足等、

運動器に関わる問題の増加に対応

するため、平成28年度から区立小・

中学校の全児童・生徒を対象に、定

期健康診断に「四肢の状態」が必須

項目として加わった。 

 必須項目から削除されたぎょう

虫卵検査は、検出率が低いため、平

成28年度より実施していない。 
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② 尿検査 

   ア 対 象 

     区立小・中学校の児童・生徒 

イ 受診者数 

年度 
一次検査 

（受診者数） 

二次検査 

（受診者数） 

三次検査 

（受診者数） 

事後指導 

（実施校数） 

令和 ３ 年度 40,688人 1,800人 528人 85校 

令和 ２ 年度 40,170人 1,523人 377人 84校 

令和 元 年度 40,017人 1,795人 495人 77校 

 

③ 結核検診 

ア 対 象 

     区立小・中学校の児童・生徒 

イ 受診者数 

年度 検査内容 受診者数 

令和 ３ 年度 
調査票による問診 

精密検査 

40,790人 

133人 

令和 ２ 年度 
調査票による問診 

精密検査 

40,452人 

173人 

令和 元 年度 
調査票による問診 

精密検査 

40,149人 

154人 

 

④ 眼科 

ア 対 象 

     区立小・中学校の児童・生徒 

   イ 受診者数 

年度 受診者数 
感染性 

眼疾患 

アレルギー性

眼疾患 

その他の 

眼疾患 

令和 ３ 年度 40,252人 １人 529人 569人 

令和 ２ 年度 39,575人 7人 826人 362人 

令和 元 年度 39,685人 0人 689人 568人 

 

⑤ 耳鼻咽喉科 

   ア 対 象 

     区立小・中学校の児童・生徒 

   イ 受診者数 

 

 

年度 
受診 

者数 

耳疾患 鼻・副鼻腔疾患 

咽喉頭 

疾患 

その他の

鼻咽喉 

疾患 
中耳炎 

その他の

耳疾患 

アレルギ

ー性鼻 

疾患 

その他の

鼻・副鼻

腔疾患 

令和 ３ 年度 40,247人 24人 2,833人 1,148人 586人 82人 28人 

令和 ２ 年度 39,667人 19人 2,457人 994人 546人 83人 24人 

令和 元 年度 39,710人 64人 2,483人 1,152人 897人 141人 37人 
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日 常 観 察 

⑥ 歯 科 

  ア 対 象 

     区立小・中学校の児童・生徒 

   イ 受診者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 保健調査 

児童・生徒の健康管理を充実したものとするため、保健調査や定期健康診断結果を集計・管理 

し、健康管理や保健指導に活用している。 

 

⑧ 脊柱異常・四肢の状態の検査 

過剰な運動や運動不足等、運動器に関わる問題の増加に対応するため、平成 28年度から区立

小・中学校の児童・生徒を対象に、定期健康診断に「四肢の状態」が必須項目として加わった。 

ア 対 象 

      区立小・中学校の児童・生徒 

イ 受診者数 

   年度 受診者数 専門病院受診勧告人数 

令和 ３ 年度 40,390人 301人 

令和 ２ 年度 39,850人 280人 

令和 元 年度 39,851人 248人 

 

(２) 臨時健康診断 

① 障がい児童等視力検査 

ア 対 象 

     定期健康診断時に行う通常の検査では、視力測定が不能な児童・生徒 

 

イ 受診者数 

年度 
一次検査（スクリーニング） 

（受診者数） 

精密検査 

（受診者数） 

令和３年度 0人 0人 

令和２年度 0人 0人 

令和 元 年度 3人 0人 

 

② 結核検診 

ア 対 象 

結核が多くまん延する国に一定の居住歴等があり、定期健康診断時以降に転入した区立 

小・中学校の児童・生徒 

 

年度 受診者数 

永久歯のう歯の内容 

未処置歯数 
う歯による 

喪失歯数 
処置歯数 

令和 ３年度 40,204人 4,725本 378本 7,085本 

令和 ２年度 39,690人 5,172本 374本 7,333本 

令和 元 年度 39,643人 5,184本 264本 8,245本 
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(３) 給付事業 

① 学校管理下の事故による疾病についての医療費等の給付 

ア 根拠法令 

     独立行政法人日本スポーツ振興センター法 

イ 対 象 

学校管理下で災害にあった区立小・中学校の児童・生徒 

ウ 実施方法 

   日本スポーツ振興センターの災害共済給付契約の加入金を納付し、学校管理下での災害に 

  対し医療費等の給付を行う。 

エ 給付件数 

年度 給付件数 給付金額 

令和 ３ 年度 2,797件 23,192,237円 

令和 ２ 年度 2,434件 20,545,122円 

令和 元 年度 3,215件 26,651,755円 

 

② 要（準要）保護児童生徒に対する医療費の援助 

ア 根拠法令 

     学校保健安全法第 24条、学校保健安全法施行令第９条 

イ 対 象 

     区立小・中学校に在籍する要（準要）保護の児童・生徒で学校保健安全法施行令第８条に 

掲げる疾病にかかり、学校において治療の指示を受けた者 

ウ 実施方法 

     要（準要）保護児童生徒医療券を医療機関の窓口に提示することにより、児童・生徒に係

わる保険診療の自己負担分を援助する。 

エ 延受給者数と援助金額 

年度 延受給者数 援助金額 

令和 ３年度 １人 4,070円 

令和 ２年度 0人 0円 

令和 元 年度 0人 0円 

 

③ 区独自の給付事業 

日本スポーツ振興センターの給付対象外の学校管理下の災害についても、大田区災害診療費を 

給付して、保護者負担の軽減を図っている。 

      

(４) 環境整備 

学校施設の環境衛生の維持・改善を図るため、学校環境衛生基準に基づき、教室等の空気環境の 

検査や学校プールの水質検査等衛生検査を実施している。衛生害虫等についても、児童・生徒等の

健康及び周辺環境に影響がない方法で駆除を実施している。 
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(５) 健康教育 

① 生活習慣病対策 

児童・生徒の肥満は、放置すると成人の肥満に移行し、高血圧、糖尿病、心機能障がい等、い

わゆる生活習慣病をひきおこす一因となる。大田区では、講演会、子どもの健康づくり教室の開

催等を通じて生活習慣病に関する知識の普及を行っている。 

 令和３年度実施事業 

講演会の開催 

開催中止 ≪対象者≫学校医、学校薬剤師、学校長、養護教諭、学校

栄養士、ＰＴＡ等学校保健関係者、区民等 

子どもの健康づくり教室 開催中止 (池上会館) 

年１校開催 (小学校) 

年０校開催（中学校） 

≪対象者≫児童・生徒とその保護者 

 

② 側わん対策 

定期健康診断の検査項目に「四肢の状態」が追加されたことに伴い、平成 28年度より脊柱異常

と四肢の状態の検査を内科検診時に行っている。側わん症が疑われる場合には、保護者に周知啓

発用リーフレットを配布し、整形外科の早期受診を促している。 

 

１５ 学校保健統計 

新型コロナウイルス感染症対策により健康診断の実施期間が令和４年３月 31日までとなったた 

め、令和３年度統計は現在集計中となっている。 

 

令和２年度 児童・生徒の体格平均値 

学年 区分 
身   長（ｃｍ） 体   重（ｋｇ） 

男 女 男 女 

小 
 
 
 
 
 

学 
 
 
 
 
 

校 

1年 

全  国 117.5 116.7 22.0 21.5 

都 118.4 117.4 22.2 21.7 

大田区 118.9 117.7 22.5 21.8 

2年 

全  国 123.5 122.6 24.9 24.3 

都 124.7 123.4 25.5 24.5 

大田区 124.9 123.8 25.7 24.6 

3年 

全  国 129.1 128.5 28.4 27.4 

都 130.2 129.3 29.0 27.5 

大田区 130.3 129.8 28.9 27.8 

4年 

全  国 134.5 134.8 32.0 31.1 

都 135.0 135.4 31.8 31.2 

大田区 135.8 136.0 32.8 31.6 

5年 

全  国 140.1 141.5 35.9 35.4 

都 141.1 142.3 36.6 35.7 

大田区 141.6 143.1 37.3 36.1 

6年 

全  国 146.6 148.0 40.4 40.3 

都 147.3 148.9 40.4 40.4 

大田区 148.2 149.1 42.3 40.9 
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中 
 
 

学 
 
 

校 

1年 

全  国 154.3 152.6 45.8 44.5 

都 156.0 153.5 46.8 45.1 

大田区 155.4 153.2 47.1 45.5 

2年 

全  国 161.4 155.2 50.9 47.9 

都 163.1 156.2 52.3 47.8 

大田区 162.4 156.0 52.0 48.6 

3年 

全  国 166.1 156.7 55.2 50.2 

都 167.4 157.5 55.9 50.1 

大田区 166.9 157.2 56.3 50.5 

  注：館山さざなみ学校、糀谷中学校夜間学級は含まない。 

 

１６ 学校給食 

 児童・生徒の心身の健全な発達に資する学校給食を通じ、義務教育諸学校における教育の目的を実

現するために以下の目標の達成に努めている。 

 １ 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

 ２ 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を

培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

 ３ 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

 ４ 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊

重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

 ５ 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を

重んずる態度を養うこと。 

 ６ 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

 ７ 食糧の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 

 

(１) 根拠法令  学校給食法 

 

(２) 対  象  全ての区立小・中学校において実施 

 

(３) 内  容 

  ① 給食費 

   人件費、施設設備費、維持費及び光熱水費を公費で負担し、食材料費のみを保護者負担として

学校給食を運営している。 

【１人当たりの給食費（平成 29年４月１日改定）】 

          項目       

学年 
1か月当たりの給食費 1食単価 

  

小 

学 

校 

低学年（1・2年生） 4,100円 235円 

中学年（3・4年生） 4,500円 255円 

高学年（5・6年生） 4,950円 280円 

中学生（1～3年生） 5,350円 320円 
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② 給食実施回数 

   基本回数を小学校 193回、中学校 184回としている。 

【年間の給食実施平均回数】 

 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

小学校 193回 174回 175回 

中学校 184回 168回 168回 

※令和元年度は新型コロナウイルス感染症による臨時休業のため、３月分を含まない。 

※令和２年度は６月以降 10か月間の実施 

③ 栄養基準量 

学校給食における食品構成（必要な栄養基準量をとるための食品とその目安）は、小学校では

中学年を「１」とし、低学年「0.85」、高学年「1.15」、中学校は「1.3」としている。 

 

(４) 食物アレルギー対応基本方針 

学校給食のより一層の安全・安心かつ確実な食物アレルギー対応の実現を図るため「食物アレ

ルギー対応基本方針」を平成 25年８月に策定した。さらに文部科学省の指針等を踏まえ、除去食

対応を基本とし、代替食の提供はしない等、平成 31年４月１日付けで改正した。 

 

(５) 宗教的な配慮が必要な児童・生徒への給食時の対応 

「国際都市おおた」の施策として、学校給食に諸外国の代表的な料理を取り入れ、その食文化

に理解を深める取組を進めている。国際化に伴い、外国籍の児童・生徒に対する学校給食での宗

教的な配慮が必要となっている。 

給食時の対応については、食物アレルギー対応基本方針の改正に合わせ、様式を整備するとと

もに、具体的な取組事例を平成 31年２月に全校へ周知した。 

(６) 大田区立小中学校給食調理業務委託 

「大田区事務事業等適正化計画」に基づき、小学校は平成 13年度から 28年度、中学校は平成８

年度から 11年度にかけて、順次民間事業者に給食調理業務を委託し、平成 28年度をもって全校

業務委託を完了した。 

 

(７) 招待給食会 

   学校給食や学校生活を通じて行っている児童・生徒の正しい食生活や健康のための取組につい

て、地域住民に理解や関心を深めてもらい、地域社会との連携を図ることを目的に、学校行事と

して開催している。 

    区分 

学年 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

た
ん
ぱ
く
質 

脂 
 

質 

（
食
塩
相
当

量
） 

ナ
ト
リ
ウ
ム 

カ
ル
シ
ウ
ム 

マ
グ
ネ
シ
ウ

ム 鉄 

（
レ
チ
ノ
ー
ル 

 
 
 

相
当

量
） 

ビ
タ
ミ
ン
Ａ 

ビ
タ
ミ
ン
Ｂ １ 

ビ
タ
ミ
ン
Ｂ ２ 

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ 

食
物
繊
維 

亜 
 

鉛 

 kcal ％ ％ g mg mg mg 
μg 

RAE 
mg mg mg g mg 

小 

学 

校 

低学年 530 学
校
給
食
に
よ
る
摂
取
エ
ネ
ル
ギ
ー 

全
体
の
13
～
20
％ 

学
校
給
食
に
よ
る
摂
取
エ
ネ
ル
ギ
ー 

全
体
の
20
～
30
％ 

2未満 290 40 2.5 170 0.3 0.4 20 4 以上 2 

中学年 650 2未満 350 50 3 200 0.4 0.4 20 5 以上 2 

高学年 780 2.5未満 360 70 4 240 0.5 0.5 25 5 以上 2 

中 学 生 830 2.5未満 450 120 4 300 0.5 0.6 30 6.5以上 3 
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１７ 学校施設の整備 

 学校が子どもたちの学習や生活の場であることや、地域のコミュニティ拠点であることを考慮し、

安全で衛生的な学校施設を整備していく。 

 

(１) 学校施設の改築 

良好な教育環境を確保し、今後大量に見込まれる学校施設の改築を計画的に進める。 

大森第七中学校 ・校舎改築工事(Ⅱ期)を完了する。 

入新井第一小学校 ・校舎改築工事（Ⅰ期）を計画どおり進める。 

東調布第三小学校 ・校舎改築工事（Ⅰ期）に着手する。 

赤松小学校 ・校舎改築工事（Ⅰ期）を計画どおり進める。 

田園調布小学校 
・基本設計を完了する。 

・実施設計に着手する。 

東調布中学校 ・基本設計に着手する。 

矢口西小学校 ・実施設計を完了する。 

安方中学校 ・実施設計を完了する。 

馬込第三小学校 ・基本設計を完了する。 

入新井第二小学校 
・基本設計を完了する。 

・実施設計に着手する。 

北糀谷小学校 ・基本構想・基本計画に着手する。 

馬込東中学校 ・基本構想・基本計画に着手する。 

萩中小学校 ・事前調査を継続する。 

中萩中小学校 ・事前調査を継続する。 

石川台中学校 ・基本構想・基本計画に着手する。 

出雲中学校 ・事前調査に着手する。 

 

 (２) 学校施設の改修 

安全で快適な教育環境を確保するため、大規模な改修を計画的に実施する。 

   令和３年度実績 

普通教室その他照明改修工事 山王小学校、東蒲小学校 

体育館照明改修工事 
大森東小学校、調布大塚小学校、千鳥小学校、雪

谷小学校、都南小学校、田園調布中学校 

トイレ（棟別）改修工事 
萩中小学校、道塚小学校、馬込中学校、六郷中学

校、東蒲中学校 

 

 (３) 緑化の推進 

地球にやさしいまちづくりとともに子どもたちの環境教育の充実を図るため、学校施設を活用し

た緑化を推進していく。 
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 (４) 安全管理計画 

学校保健安全法の規定に基づき、平成８年２月に学校安全管理計画を定めた。これは学校の施設

設備に関する安全管理について必要な事項を定め、これを的確に実施することによって施設等に起

因する事故を防止し、児童・生徒等の安全を確保することを目的としている。 

学校内の全ての施設について、日常点検・定期点検・臨時点検を行い、点検の結果、異常又は危

険を認めた箇所については使用禁止等の措置をした上で、学校・教育委員会が連携して直ちに必要

な処置を講じている。 

点検する時期・箇所・項目を包括的に定めることによって学校施設の統一的かつ効果的な安全管

理を実施している。 

 

(５)  学校体育館等空調設備の整備 

児童・生徒の安全・安心な教育環境を整備し、災害時避難所としての機能向上を図るため、区内

にある全ての区立小・中学校の体育館及び武道場に、令和３年度末までに空調設備を整備した。 

令和３年度においては、令和２年度末時点で体育館及び武道場の空調化工事が完了していない区

立小・中学校に、緊急的な暑さ対策として大型冷風機をレンタルで配備した。 

 

１８ 児童生徒の安全対策 

(１) 学校緊急連絡システム 

① 目 的  緊急情報を児童・生徒の保護者、学校関係者にメールで配信することにより、子   

どもの安全・安心を確保するとともに、地域の防犯に対する意識の高揚を図る。 

② 経 緯  平成 18 年４月に、子どもに関する緊急連絡情報を迅速かつ正確に提供するため、

区（防災課（当時））において保護者の携帯電話に電子メールを配信するこども緊急

連絡システムを導入した。平成 20年４月からは、提供サービスを拡大し、区民安全・

安心メールサービスへとシステムの変更を行った。 

教育委員会は、当該システムを活用して学校緊急連絡システムを構築し、教育委

員会、学校、保護者間の緊急時連絡用として、希望する関係者に対し、不審者等の

情報及び緊急情報のメール配信を行っている。 

③ 内 容  学校緊急連絡システムで配信する内容は以下のとおり 

      ア 子どもの安全に係る事件、事故等の発生、又はその発生の恐れがある情報 

      イ 学校等で行われる行事の実施、中止の情報 

      ウ 台風等による休校の情報 

      エ その他、学校長が連絡を必要と判断する情報 

④ 対 象  区立小・中学校の児童・生徒の保護者、区立小・中学校教職員、区立小・中学校

関係者、教育委員会事務局職員 

⑤ 参 考  区民安全・安心メールサービスは、区（防災危機管理課）が運営しており、「防犯

情報」「防災情報」「気象情報」「地震情報」「水防情報」「防災無線」の配信を行って

いる。登録者は希望に応じて各情報を選択受信することができる。なお、学校緊急

連絡システムに登録を行うと、区民安全・安心メールサービスへの登録の有無にか

かわらず「防犯情報」が自動的に配信される。 

 

(２) 防犯ブザーの配付 

① 目 的  学校、保護者、ＰＴＡ、地域等が実践している児童の見守り活動の一環として防

犯ブザーを配付し、登下校時の防犯体制を強化する。 

② 内 容  区立小学校の児童は入学時に学校から、区立以外の小学校に通う第 1 学年児童は

申請により配付し、ランドセルへの装着等によって登下校時に携帯する。 
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③ 対 象  区立小学校に入学する第１学年児童及び区立以外の小学校に通う区内在住の第１

学年児童 

      防犯ブザー配付数（区立小学校の４月当初の一斉配付数） 

 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

個数 5,306個 5,440個 5,259個 

  

(３) 通学路防犯設備整備事業（防犯カメラの設置） 

① 目 的  区立小学校の通学路に防犯設備（防犯カメラ）を設置することで、学校、保護者、

ＰＴＡ、地域等が実践している通学路における児童の見守り活動を補完し、防犯体

制をさらに強化する。 

② 内 容  １校当たり防犯カメラ５台を平成 29 年度末までに全ての区立小学校の通学路に

設置（令和２年度４か所に増設）。 

 

(４) 中学校防犯カメラ整備事業 

① 目 的  区立中学校の校門付近に防犯カメラ等を設置し、生徒の安全確保及び学校施設の

安全管理の強化を図る。 

② 内 容  １校当たり防犯カメラ４台、モニター２台、レコーダー１台を平成 30年度末まで

に全ての区立中学校に設置した。 

 

(５) 小学校防犯カメラ整備事業 

① 目 的  区立小学校の校門付近に防犯カメラ等を設置し、児童の安全確保及び学校施設の

安全管理の強化を図る。 

② 内 容  １校当たり防犯カメラ４台（館山さざなみ学校は５台）、モニター２台（館山さざ

なみ学校は３台）、レコーダー１台を令和３年度に設置した 

 

１９ 学校防災活動拠点事業 

(１) 目 的  区立小・中学校を「学校防災活動拠点」と位置づけ、逃げ込む場所である「避難

所」から「災害へ立ち向かう場所」として、情報収集・伝達や地域活動の支援機能

を拡充させた地域の防災拠点への転換を推進する。 

(２) 内 容  平成 24年度から平成 28年度にかけて全ての区立小・中学校を学校防災活動拠点と

して整備した。 
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２０ 教 育 セ ン タ ー  

（１） 教育相談 

① 教育相談 

ア 目   的  社会生活の複雑化や環境の変化に伴い、子どもの問題行動等が増加する等、

子どもの生活の中で生ずる課題は多様化している。 

教育相談（教職・心理職相談員）では子どもに関わる様々な問題や悩みに

ついて相談に応じ、自立への支援や望ましい関わり方等について助言等を行

う。また、区立小・中学校等への訪問・ケース会議への参加等を通し、学校

並びにスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）と連

携し、学校不適応の解消等を目指した相談を実施する。 

   イ 対   象  大田区在住の児童・生徒及び保護者等（令和４年度 相談員 22名） 

   ウ 件   数   

年 度 来室相談 
子 ど も 

電話相談 

メール 

相談 
電話相談 

ＳＳＷの 

対応状況 

つばさ教室

の相談 
合  計 

３ 6,863 40 20 2,583 3,700 2,160 15,366 

２ 5,094 46 7 2,498 4,727 1,679 14,051 

元 5,638 78 17 2,727 3,365 1,210 13,035 

注１：「メール相談」は、平成 18年度から実施。教育センターでは、平成 26年度から開始 

注２：「ＳＳＷの対応状況」は、電話件数・学校訪問・家庭訪問・関係機関訪問の計 

  ② 就学相談 

        ア 目   的  心身に障がいのある子どもの障がいの特性や状況に応じて、その子のもつ力

をより伸ばす教育環境への就学に向け、就学・転学等の相談を実施する。その

中で心理検査や医学診察、学校・学級体験等を実施するほか、専門家の意見を

聴取する機関である就学支援委員会を開催する。 

   イ 対   象  大田区在住の幼児・児童・生徒及び保護者等（令和４年度 相談員 16名） 

   ウ 令和３年度相談等件数 

電 話 面 談 医学診察 検 査 学校体験 学校訪問 
就学支援 

委 員 会 
合 計 

543 1,737 197 596 272 7 790 4,142 

   エ 令和３年度相談結果 

    (ア) 就学相談  小学校 400件  中学校 90件    合計 490件 

就 

学 

先 

都立特別支援学校 区立特別支援学級 通
常
学
級(

継
続
相
談) 

通
常
学
級
（
取
下
げ
） 

その他 

 

合 
 
 

計 

視
覚
障
が
い 

聴
覚
障
が
い 

知
的
障
が
い 

肢
体
不
自
由 

小 
 

計 

固定 通  級  

小 
 

計 

 

転 
 

出 

 
 

私 
 

立 

知
的
障
が
い 

弱 

視 

難 

聴 

言
語
障
が
い 

小 0 0 47 5 52 46 1 4 0 51 280 1 13 3 400 

中 0 0 13 0 13 58 0 5 0 63 12 2 0 0 90 

計 0 0 60 5 65 104 1 9 0 114 292 3 13 3 490 

  注１：「通常学級」(継続相談)・・相談後、通常学級に進んだが、継続して相談を行う児童・生徒 

    注２：「通常学級」(取下げ)・・相談にかかったが、途中で相談を取り下げた児童・生徒 
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(イ) 転学・通級相談  小学校 554件  中学校 49件    合計 603件 

就 

学 

先 

都立特別支援学校 区立特別支援学級 その他 

合 

 

計 

 
 

視
覚
障
が
い 

 
 

聴
覚
障
が
い 

  
 

 

ろ 

う 

 

知
的
障
が
い 

 

肢
体
不
自
由 

小 
 

計 

固定 通 級 指 導 支援教室 

小 

計 

通
常
学
級
（
継
続
・
取
下
げ
他
） 

知
的
障
が
い 

弱 

視 

難 

聴 

言
語
障
が
い 

サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム 

小 0 0 2 1 3 29 0 2 52 399 482 69 554 

中 0 0 2 0 2 7 0 1 0 33  41   6 49 

計 0 0 4 1 5 36 0 3 52 432 523 75 603 

③ つばさ教室 

        ア 目   的   不登校児童・生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基

本的生活改善のための相談指導（学習指導を含む。）を行い、学校への復帰

を支援する。「池上教室」「蒲田教室」「羽田教室」「大森教室」の４教室

を開設している。なお、平成 29 年度から東京都教育支援センター機能強化

補助事業を活用し、学習用タブレット端末の導入を行っている。 

イ 対   象   区立小・中学校に在籍する小学校第４学年から中学校第３学年までの児

童・生徒（令和４年度 相談員 19名） 

ウ 通室児童・生徒数及び進路状況 (各年度３月 31日現在) 

年
度
（
内
訳
） 

全
通
室
者
数 

小学生 中学生 

通
室
者
数 

年度 

途中で 年
度
末
通
室
者
数 

今後の進路 

通
室
者
数 

年度 

途中で 年
度
末
通
室
者
数 

今後の進路 

在
籍
校
等
復
帰 

退
室 

在
籍
校
等
復
帰 

継
続 

進
学 

在
籍
校
等
復
帰 

退
室 

在
籍
校
等
復
帰 

継
続 

進
学
等 

３ 259 49 3 5 41 8 11 22 210 2 5 203 43 70 90 

池上 86 14 1 0 13 3 1 9 72 2 0 70 21 19 30 

蒲田 52 13 2 0 11 2 3 6 39 0 1 38 9 9 20 

羽田 58 10 0 1 9 3 3 3 48 0 2 46 6 20 20 

大森 63 12 0 4 8 0 4 4 51 0 2 49 7 22 20 

２ 219 50 3 1 46 8 18 20 169 4 5 160 22 89 49 

池上 64 17 0 0 17 0 10 7 47 0 0 47 9 21 17 

蒲田 49 14 1 0 13 4 3 6 35 1 1 33 6 20 7 

羽田 56 9 0 0 9 4 1 4 47 1 1 45 3 24 18 

大森 50 10 2 1 7 0 4 3 40 2 3 35 4 24 7 

元 219 29 0 1 28 4 11 13 190 9 15 166 29 62 75 

池上 78 12 0 0 12 4 3 5 66 2 3 61 15 19 27 

蒲田 44 6 0 0 6 0 5 1 38 2 2 34 0 13 21  

羽田 44 5 0 1 4 0 0 4 39 0 5 34 14 11 9 

大森 53 6 0 0 6 0 3 3 47 5 5 37 0 19 18 
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  ④ ペアレントトレーニング 

ア 目的 

発達障がい（ＡＤ/ＨＤ、ＬＤ、自閉的傾向）のある児童の保護者を対象として、講義によ

る一斉指導や個別相談会ではなくグループで意見を交わしながら、子どもとの関わり方を学ぶ

学習会を開催する。保護者が我が子の行動と心と体の成長を正しく理解し、子どもとの好まし

い関わり方を身に付け、子どもが家庭生活はもとより学校生活においても、より適切な行動が

できるようになることを目的としている。 

イ 令和３年度の状況 

・Ⅰ期（４月 23日～６月 25日）  ※スタッフは、心理相談員・教育相談員で８名 

・Ⅱ期（７月２日～９月 24日）   ※受講者は、各期とも 20名程度 

・Ⅲ期（10月８日～12月 17日）   

 ※新型コロナウイルス感染防止の緊急事態宣言のため、Ⅰ期は第２回の受講回を中止とし、

予定を変更して第３回より通常通り実施した。 

⑤ スクールカウンセラーの配置 

ア 目   的  いじめ、不登校等の未然防止や解決を図るため、専門的な経験を有する臨床

心理士等をスクールカウンセラーとして区立小・中学校に配置し、学校内の教

育相談体制の充実を図る。 

イ 配 置 状 況  全ての区立小・中学校に配置している（館山さざなみ学校にも配置）。 

ウ スクールカウンセラー相談件数（各年度３月 31日現在） 

年度 

小  学  校 中  学  校 

児童 保護者 教員 

そ

の

他 

合計 生徒 保護者 教員 

そ 

の 

他 

 

合計 

 

３ 10,356 7,889 15,700 521 34,466 9,381 3,869 11,757 529 25,536 

２ 8,779 7,139 14,152 377 30,447 7,852 3,140 10,002 601 21,595 

元 8,065 6,641 12,764 466 27,936 8,486 3,689 11,361 627 24,163 

 

⑥ メンタルフレンドの派遣 

        ア 目   的  学校不適応の児童・生徒の学校生活への適応を支援するため、心理学や教

育学を専攻している大学生・大学院生等をその家庭に派遣する。話し相手等

のふれあいの活動の中で児童・生徒の自主性及び社会性を伸ばし、学校生活

に適応するように援助する。 

        イ 対   象  不安、無気力及び孤立等の状態を示し、継続的に又は断続的に学校に登

校できない区立小・中学校に学ぶ児童・生徒で、本人及び保護者が派遣を

希望する者。３月末登録メンタルフレンド 13 名 

ウ 派 遣 実 績     （各年度３月 31日現在） 

年度 
派遣対象者（人） 訪問場所（人） 延べ派遣件数（件） 

小学生 中学生 計 家庭 つばさ 相談学級 計 小学生 中学生 計 

３ 5 8 13 2 11  13 152 160 312 

２ 9 6 15 7 8  15 124 195 319 

元 3 7 10 2 8 0 10 70 148 218 

※ 相談学級については令和２年度から廃止 
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(２) 教育図書室・教科書センター 

① 目的 

区立小・中学校教職員等教育関係者の研究施設であるが、区民にも開放している。区立学校採

択本、小学校から高等学校までの検定済み教科書、教育関係図書・雑誌・資料を収集及び展示する。 

② 令和３年度の特色 

ア 記念誌、研究紀要の整理と充実 

区内小・中学校全校から順次届いた冊子にラベルを貼り書架に展示した。研究授業等を予定

している教員等が来て熱心に閲覧していた。 

イ 新刊図書の購入 

教育関係図書の購入時「新着図書の紹介」を校務支援システムで全校に配信した。また、「教

育図書室だより」を毎月発行して、全校に新着関係雑誌を紹介し、貸出作業を行った。 

   ウ 教育図書室利用者数   

年度 ３ ２ 元 30 

利用人数（延） 357 538 465 835 

資料貸出数(冊) 433 559 408 367 

・昭和 40年頃からの小学校・中学校・高等学校用の教科書を常時展示している。 

・教員が授業や校内研修の参考資料にするため、また区民が古い教科書を閲覧するために 

利用することが多い。 

エ 「令和３年度教科書展示会」来場者数 

     実施日  令和３年６月４日(金)～７月７日(水)の 24日間（土日祝日を除く。） 

   会 場  教育センター科学室（３階） 

   来場者数（人）   

区民等 
校長 ・ 教員 教育委員 

・ 議 員 
その他 合 計 

小学校 中学校 高等学校 その他学校 

8 0 1 3 1 2 4 19 

・令和３年度は、高等学校用（令和４年度から使用）の教科書が展示された。 
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２１ 幼児教育センター 

 大田区立幼児教育センターは、幼稚園、保育園、小学校及び家庭・地域がそれぞれの特性を活かし

つつ連携を深め協働することを支援し、もって幼児教育の充実に資することを目的に活動する。 

 

(１) 幼児教育  

① 事業内容 

ア 研修、連携 

     幼稚園教諭、保育士に対し専門的な研修を実施し、区内幼児教育機関職員のさらなる資質の

向上を目指す。区内の幼児教育機関及び小学校、中学校間の交流・連携を推進することで幼児

教育のより一層の充実を図る。 

イ 相談、情報  

     幼稚園、保育園児及び在宅児を含めた全ての幼児を対象に、幼児教育に関する情報の提供、

親子で参加する講座の開催、相談事業等に取り組み、幼児教育の視点から子育て家庭を支援す

る。 

ウ 調査研究、啓発、連絡調整  

     幼児教育に関する調査研究をはじめ、幼児教育機関への有用情報の提供、啓発等を行うとと

もに、関係機関との連絡調整を行う。 

 

② 令和４年度事業計画 

ア 研修及び連携の推進  

（ア）目 的  

ａ 区内幼児教育機関の保育者の資質の向上を図る。 

ｂ 就学前児童が円滑に小学校生活へ移行できるような環境整備に努めるとともに、子ども

同士の異年齢交流による豊かな体験の場を増やすことで子どもの健全育成を図る。 

（イ）内 容  

ａ 幼稚園教諭及び保育士の専門性を高めるための合同研修会及び保育園の園内研修を拡

充するための支援を行う。 

ｂ 保育園、幼稚園、小学校が幼児教育について相互理解を深めるために、研修会及び協議

会を実施する。 

（ウ）対 象  

ａ 幼稚園教諭、保育士、その他関係施設職員 

ｂ  幼稚園教諭、保育士、小学校教諭 

（エ）実 績 (令和３年度) 

※「中止」はすべて新型コロナウイルス感染症対策のための措置である。 

 

ａ－１ 幼稚園教諭・保育士合同研修会 ５回開催 

研修会テーマ（５回開催のうち、２回は同じテーマで実施） 

・保育実践を進める上で大切な保育者の役割 

・子どもと保育者の豊かな感性を育む創作の楽しさ 

・子どもがいきいきと生活できる環境 

・特別な支援を必要とする子どもの保育の理解と支援のあり方 
 

○幼稚園教諭・保育士合同研修会参加状況 

参加人数 

私立幼稚園 区立保育園 私立保育園 認証保育所 その他※ 計 

15 142 249 40 52 498 

※その他は母子生活支援施設等の職員 
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ａ－２ 園内研修拡充支援事業（公開保育研究協議会） すべて中止 

幼児教育機関における、公開保育、外部講師による助言指導、参加保育士による協議 

会等が円滑に実施されるよう、支援を行う。 

 

ａ－３ 幼児期運動指導リーダー保育者の養成研修  

幼児期の発達に即した運動の指導者を養成するため、一定の保育者に対して、子ども

の脳機能と体の発達、適切な運動と生活リズムの効用、発達に即した効果的な運動指導

の方法について理解を深める研修を実施した。  

（１課程当たり初級編１グループ２回、初級編２グループ２回、中級編２回 開催） 
 
○幼児期運動指導リーダー保育者養成研修（初級編）参加状況 

初級編 1グループ 参加人数 初級編 2グループ 参加人数 
合計 

1回 2回 計 1回 2回 計 

36 37 73 39 41 80 153 
 

○幼児期運動指導リーダー保育者養成研修（中級編）参加状況 

中級編 参加人数 

1回 2回 計 

54 55 109 

 

b－１ 保幼小連携合同研修会 ２地域に分かれ各１回開催予定 すべて中止 

幼稚園、小学校の教諭及び保育士によるグループ討議を通して、機関同士で教育内容

の相互理解を進め、交流連携の重要性について共通認識を深める。 

 

b－２ 保幼小連携運動遊び指導者研修会 １回開催予定 中止 

幼児期から小学校低学年に共通する「運動遊び」の指導方法についての研修を実施 

する。 

 

b－３ 保幼小地域連携協議会 14地域にて開催 

児童の就学に際しての学習環境の整備を図るため、保幼小間における情報連携会議を

開催した。 
 

○保幼小地域連携協議会参加状況 

参加人数 

私立幼稚園 区立保育園 私立保育園 認証保育所 小学校 計 

128 89 248 19 224 708 

 

b－４ スタートカリキュラム研修会 １回開催 54校 54人参加 

小学校第１学年を担任する教諭がスタートカリキュラムの意義と、その有用性を指導

に活かすことによって、就学後の第１学年児童が安心して小学校生活を過ごし、学習へ

の意欲を高めることを目的に、指導課と連携して開催した。 

 

イ 幼児教育相談・情報提供・家庭教育支援講座の実施 

（ア）目 的  

ａ 子育て上の悩みの相談に応じることで、保護者の子育ての負担軽減を図る。保護者及び

幼児教育機関からの幼児の発達や行動に関する相談に応じることで、日々安定した保育や

就学前教育から小学校教育に向けての円滑な接続を支援する。 

ｂ 保護者が適切な幼児教育情報を享受し、心にゆとりをもった子育てができるように支援

する。幼児教育機関の連携促進のため、職員向けに関連情報を発信する。 
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ｃ 保護者が家庭教育の重要性を認識し、子どもの発達や遊びについて理解を深め、自信を

持って子どもに関わることができるよう働きかけることで子育て家庭を支援する。 

（イ）内 容  

ａ 教育センター内に幼児教育相談員を配置し、電話・来室での相談とともに、幼児教育機

関の要請に応じて、施設への訪問相談を実施する。 

ｂ 保護者及び幼児教育機関に向け、幼児教育や子育てに関する情報誌を発行する。 

ｃ 子どもの発達に応じた親子で楽しめる講座を開催する。 

   （ウ）対 象   

幼児及びその保護者、幼稚園・保育園等の保育者  

（エ）実 績 (令和３年度) 

ａ 幼児教育相談 

○電話来室相談状況 

 (単位：件） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

相
談 

電話 12 7 15 16 12 17 19 15 13 18 19 15 178 

来室 9 10 9 11 13 11 15 16 19 8 8 10 139 

計 21 17 24 27 25 28 34 31 32 26 27 25 317 

 

○訪問相談状況 

機関種別 訪問施設数 訪問回数 被相談者数(延べ) 

幼 稚 園 19 38 115 

その他施設 1 1 1 

合   計 20 39 116 

 

ｂ 保護者及び幼児教育機関向け情報誌の発行 

○情報誌発行状況 

幼児教育センター

情報誌   

ＳＴＥＰ―ＵＰ 

年 3回 

発行 

3,000部 

（各回約 485

施設へ送付) 

教育機関向けに発行する情報誌。 

開催した研修会の内容を掲載し、保育者のス

キルアップを図るとともに、小学校１年生への

支援活動特別号を発行し、就学前から小学校へ

の円滑な接続のための情報発信を行った。 

幼児教育センター

だより 

年 1回 

発行 

20,000部 

（関係機関を

通して保護者

に配布） 

乳幼児の保護者向けに発行する情報誌。 

「子どもの目線から見えている環境」をテー

マに、事故や怪我の防止に役立てる情報発信を

行った。また、「園や小学校でのエピソード」と

して、日常の中に学びの機会が多くあることを

紹介した。 

 

ｃ 家庭教育支援講座 すべて中止 

親子で楽しみながら行う運動遊びを体験してもらうとともに、幼児期における運動習慣、

健全な生活習慣、食習慣等の在り方やその重要性の啓発を行う。 

 

ウ 調査研究・啓発、幼児教育振興施策の推進、連絡調整機能の発揮  

（ア）目 的 

ａ 就学前教育から小学校教育への円滑な接続を図る工夫について考察を進めながら、保幼

小の交流情報を収集し関係機関に情報提供する等により幼児教育の充実を図る。 

ｂ 幼稚園、保育園、小学校の連携を図るとともに、「大田区幼児教育振興プログラム＜改

訂版＞」の施策を推進するため、施策の総合的な検討・調整を行う。 

ｃ 関係機関との連携を強化し、幼児教育に関する施策の円滑な実施を図る。 
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（イ）内 容 

ａ 小学校第１学年の学級支援に携わりながら、就学前教育から小学校教育への円滑な接

続を図る指導の工夫について考察を進め、考察結果を関係機関に情報発信する。 

ｂ 幼児教育機関連絡協議会の事務局として会議の運営を務める。 

ｃ 連絡会議及び関係機関主催の研修会等に積極的に参加する。 

（ウ）実 績 (令和３年度) 

ａ 第１学年学級への支援活動の実施（円滑な接続のための調査研究活動） 

○第１学年学級支援活動実施状況 

訪問学校数 7校 

年間訪問回数（延べ） 267校 

 

ｂ 幼児教育機関連絡協議会 ２回開催(書面開催) 

委員数９人（教育総務部長、教育総務課長、幼児教育センター所長、 

保育サービス課長、中学校長代表、小学校長代表、区立保育園代表、 

私立幼稚園代表、私立保育園代表） 

 

ｃ 関係機関との連絡会議等への積極参加 

○連絡会議等への参加状況 

こども発達センターわかばの家との個別協議会           １回 

要保護児童対策地域協議会実務者会議(こども家庭支援センター主催)  ２回 

(内１回書面開催) 

○指導課主催特別支援教育研修会参加へのコーディネート 

エリアネットワーク研修会参加人数 

私立幼稚園 区立保育園 私立保育園 認証保育所 児童館 その他 計 

5 15 22 3 4 6 55 

※その他は母子生活支援施設等の職員 

          

２２ 私学行政 

（１）私学行政 

① 事業内容  

ア 私立幼稚園等 

設置者、保護者への助成を通じ、幼稚園に就園しやすい環境整備を行うとともに私立幼稚

園との連携を強化し、幼児教育内容の充実を図る。  

イ 私立専修学校各種学校 

       新設・変更等に関わる許認可事務を通して、私立専修学校各種学校の健全な運営を図る。 

② 令和４年度事業計画  

  ア 私立幼稚園等園児保護者補助金  

（ア）目 的  幼児教育無償化の制度である子育てのための施設等利用給付に加え、保護者

負担軽減補助金等を交付することにより、保護者の負担を軽減し、幼児教育の

振興と充実を図る。 

（イ）内 容 

補助金名 根拠法令 

入園料補助金 
大田区子育てのための施設等利用給付兼私

立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱 
保護者負担軽減補助金 

子育てのための施設等利用給付 
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私立幼稚園等園児保護者補助金予算対比表              （単位：千円） 

補 助 金 名 支給対象等 
令和４年度 令和３年度 

歳出 歳出 

入園料補助金 

大田区に住民票を有し、私

立幼稚園等に 3、4、5歳児

を就園させている保護者 

人数 金額 人数 金額 

2,700 297,000 2,800 308,000 

保護者負担軽減補

助金 

同 上 

所得により補助金額が異

なる 

人数 金額 人数 金額 

6,793 573,640 7,442 491,877 

子育てのための施

設等利用給付 

同 上 

所得制限なし  

人数 金額 人数 金額 

5,925 1,874,688 7,389 2,289,340 

保護者補助金合計  2,745,328  3,089,217 

 

イ 私立幼稚園設置者補助金 

（ア）目 的 私立幼稚園の設置者に補助金を交付することにより、私立幼稚園の振興と健全

な運営を図る。 

（イ）内容及び根拠法令 

振興費補助金         【大田区私立幼稚園振興費補助金交付要綱】 

特別支援教育事業費補助金   【大田区私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付要綱】 

園児健康管理費補助金    【大田区私立幼稚園園児健康管理費補助金交付要綱】  

教材・園具補助金          【大田区私立幼稚園教材・園具補助金交付要綱】 

幼児教育研究会事業費補助金 【大田区私立幼稚園幼児教育研究会事業費補助金交付要綱】 

預かり保育事業費補助金   【大田区私立幼稚園預かり保育事業費補助金交付要綱】 

 

私立幼稚園設置者補助金予算対比表                  （単位：千円） 

補助金名 支給対象等 令和４年度 令和３年度 

振興費補助金 大田区内私立幼稚園 
園数 金額 園数 金額 

37 146,400 39 153,800 

特別支援教育事業費補助金 

特別な支援を要する園児が

就園している大田区内私立

幼稚園 

人数 金額 人数 金額 

297 89,100 271 81,300 

園児健康管理費補助金 大田区内私立幼稚園 
人数 金額 人数 金額 

7,321 22,402 7,700 23,562 

教材・園具補助金 大田区私立幼稚園連合会 
園数 金額 園数 金額 

47 51,679 48 54,040 

幼児教育研究会事業費補助金 大田区私立幼稚園連合会 
 金額  金額 

 4,000  4,000 

預かり保育事業費補助金 
預かり保育を実施している

大田区内私立幼稚園 

園数 金額 園数 金額 

42 43,000 42 42,800 

設置者補助金合計  356,581  359,502 

 

ウ 外国人学校補助金 

（ア）目 的  外国人学校設置者や在籍する児童の保護者に補助金を交付することにより、

保護者の負担を軽減し、外国人学校の振興と健全な運営を図る。 
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(イ) 内 容 

 a 外国人学校保護者補助 

外国人学校保護者補助金予算対比表                  （単位：千円） 

補助金名 支給対象等 令和４年度 令和３年度 

外国人学校保護者補助金 

大田区外国人学校児童・生

徒等保護者補助金交付要綱

で定めた外国人学校に在籍

する生徒等の保護者 

人数 金額 人数 金額 

68 8,976 70 9,240 

 

 b 外国人学校振興事業 

外国人学校設置者補助金予算対比表               （単位：千円） 

補助金名 支給対象等 令和４年度 令和３年度 

外国人学校振興費補助金 

大田区外国人学校振興費補

助金交付要綱で定めた区内

外国人学校 

校数 金額 校数 金額 

 0  0 

 

エ 私立幼稚園入所者支援給付 

（ア）目 的  大田区在住園児が就園している区内外の施設型給付を受ける私立幼稚園等に

運営費の給付を行い、子ども・子育て支援法に基づき、地域における幼児期の

子育て支援の量の拡充と質の向上を図る。 

（イ）内 容 

私立幼稚園運営費 

補助金名 根拠法令 

私立幼稚園運営費 
子ども・子育て支援法 

大田区子ども・子育て支援法施行規則 

   

私立幼稚園運営費予算対比表                       （単位：千円） 

補助金名 支給対象等 令和４年度 令和３年度 

私立幼稚園運営費 

大田区在住園児が就園して

いる区内外の施設型給付を

受ける私立幼稚園等 

園数 金額 園数 金額 

11 663,012 10 699,029 
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２３ 社会教育に関する事務の権限及び執行 

（１） 大田区教育に関する事務の職務権限の特例 

平成 27年度から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 23条の規定に基づき、教育に関

する事務のうち、スポーツに関すること（学校教育における体育に関することを除く。）、文化に

関すること（文化財の保護に関することを除く。）は、区長が管理し、執行することとした。これ

により、スポーツ推進事業及び文化関連事業は、観光・国際都市部に移管した。 

（根拠） 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

大田区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 

 

（２） 教育委員会の権限に属する事務の補助執行 

平成 27 年度から、青少年を取り巻く諸課題に対して総合的に取り組むため、また地域力のさら

なる活用により生涯学習施策の充実を図るため、青少年育成及び生涯学習関連事業を区長の職務権

限として地域力推進部に移管した。そのうち社会教育法等に基づく成人教育、青少年教育、社会教

育関係団体の指導助言に関する事務は、教育委員会の権限に属する事務として地域力推進部が補助

執行している。具体的には、おおた区民大学、日本語読み書き教室、生涯学習人材育成、青少年リ

ーダー講習会、ユネスコ活動、社会教育関係団体の指導助言である。 

（根拠） 社会教育法 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

大田区教育委員会の権限に属する事務の補助執行等に関する規則 

 

社会教育・社会体育事業の移管・執行先（平成 27年４月１日時点） 

事業名 移管先 

生涯学習情報の提供・生涯学習相談 

地域力推進部 

地域力推進課 

生涯学習リーダーの育成（講座・活動支援） 

地域学習リーダー講座 

団体活動ステップアップ講座 

区民による区民のための連携講座 

おおた区民大学 

日本語読み書き教室 

社会教育関係団体・少年育成団体 

生活学校 

ユネスコ活動 

青少年健全育成 

平和島ユースセンター 

心身障がい児交流促進事業 福祉部 

障がい者総合サポート

センター 

若草青年学級 

コスモス青年学級 

大田区文化祭 

観光・国際都市部 

文化振興課 

スポーツ推進課 

大田区百景 

郷土博物館 

スポーツ推進事業 

体育施設（大田区総合体育館・大森スポーツセンター） 
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２４ 教育地域力の推進 

（１） コミュニティ・スクールの推進 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条の５の規定に基づき、地域とともにある学

校を目指し、令和３年度のモデル事業を経て、令和４年度から区立小・中学校５校（馬込第三小

学校、久原小学校、道塚小学校、大森第二中学校、大森第三中学校）にコミュニティ・スクール

（学校運営協議会を設置した学校をいう。）を導入した。学校運営協議会は、地域住民や保護者

などから構成され、学校運営の基本方針の承認、学校運営全般や教職員の任用に関する意見を述

べる権限を持ち、地域の声を活かして地域と一体となって特色ある学校づくりを進める。 

 

（２） 学校支援地域本部・地域学校協働本部（地域学校協働活動の推進） 

学校の教育活動の一層の充実のため、地域全体で学校を支援する仕組みとして、区内の区立小・

中学校に学校支援地域本部（学校運営協議会を設置している学校は地域学校協働本部、以下「本

部」という。）を設置している。本部には学校支援コーディネーター（学校運営協議会を設置し

ている学校は地域学校コーディネーター）を置き、学校の要望や学校運営協議会の提案を受け、

ボランティアとの連絡調整等を行う。補習教室等の学習支援、図書室の整理等の環境支援、地域

の伝統・文化を学ぶ等の体験支援等、様々な活動を通して学校を支援する。 

 

① 本部のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
学校支援地域本部、 
地域学校協働本部 

（各学校に設置） 

会長、副会長、会計 
学校支援コーディネーター、 
地域学校コーディネーター 

 

 

 

支援活動 

支援活動 

支援活動 

連絡・企画・発信 

学校支援ボランティア等 

連携・協力 

 

要 望 

○学習支援  

土曜日学習教室 

ゲストティーチャー 

部活動指導 

図書の読み聞かせ 

 

○環境支援  

図書室の管理運営 

花壇、芝生の管理 

登下校の安全確保 

ビオトープ 

 

○体験支援  

職場体験活動 

ワークショップ 

伝統・文化教室 

学校行事の支援 

 

提 案 

学校運営協議会 学 校 
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② 新任コーディネーター研修 

ア 目 的  新任コーディネーターを中心に、講演・グループワーク等を実施し、コーディネ

ーターの役割等について理解を深める。 

   イ 実 績(令和３年度) 参加者 24名  

 

③ コーディネータースキルアップ研修 

   ア 目 的  コーディネーターのスキルアップを図るため、講演・グループワーク等を実施し、

本部の活動をより一層充実させる。また、コーディネーター同士の情報交換やネッ

トワーク構築の一助となるよう交流会を合わせて実施する。 

   イ 実 績(令和３年度)  

         【第１回】11月５日、９日 

             テーマ 「これからの学校支援を考える 

～ボランティアとの連携をどう図る？～」 

小・中学校合同 参加者 延べ 40名 

         【第２回】１月 26日、２月 11日 

             テーマ 「スクールカウンセラーに学ぶ！ 

コーディネーターはコミュニケーション上手」 

小・中学校合同 参加者 延べ 23名 

YouTube 動画配信 視聴者 28名 

 

④ 学校支援ボランティアと本部との連携 

   ア 目 的  教育委員会に登録されている様々な知識や技術を持つ地域の人材を本部でも活

用できるよう、各本部に情報提供を行い、活動の多様化を図っていく。 

   イ 実 績  登録ボランティア数 23名（令和４年３月末） 

 

（３） 家庭・地域教育力の向上 

① 家庭・地域教育力向上支援事業 

ア 目 的  家庭や地域の教育力を向上させるため、子育てや子どもに関わる様々な課題をテ

ーマにした講演会・学習会を団体に委託して実施する。講演会・学習会の企画をＰ

ＴＡ等の各団体が行い、身近な場所での開催や広報について支援する。 

イ 対 象  ５名以上で構成する区内の団体で、家庭や地域で子どもに対する教育力を向上さ

せるための学習・活動を行い、１年以上継続した活動実績がある団体 

ウ 根 拠  大田区家庭・地域教育力向上支援事業実施要綱 

エ 実 績（令和３年度） 

実施団体 ３団体 ３講座 （内訳 ＰＴＡ１、地域団体・自主活動団体２） 

※新型コロナウイルス感染症対策を行い、規模を縮小して実施 

         参加者 130人 保育付講座 ２講座 

         講演会・学習会のテーマ 

         ・健やかな育ちのために～コロナ禍・ワクチン・病気とどう向き合うか～ 

         ・成長過程による思春期の子供の特性と親子の関わり方 

・赤ちゃんはどこから？と訊かれたら 

～幼少期の子どもに伝える性のお話を学ぼう～ 
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② 家庭教育学習会 

ア 目 的  子どもたちの健やかな成長を目指して、家庭の教育力向上を図るため、保護者が

家庭教育について学ぶ機会及び情報の提供を行う。 

イ 実 績(令和３年度) 

     ※新型コロナウイルス感染症対策を行い、規模を縮小して実施 

(ア)学校デビュー応援プログラム（入学前） 

テーマ 「小学校入学に備えて、親子で心の準備をしよう！」 

６講座（小学校６校 嶺町小・雪谷小・大森第四小・西六郷小・ 

馬込第三小・相生小）で実施 

  対 象 次年度小学校入学予定児と保護者 

参加者 保護者 140人 年長児 136 人 保育 27人 

(イ)入学後のプログラム 

ａテーマ「思春期入口の子どもと向き合うために」 

対 象 ９歳以上の子どもの保護者 

参加者 13人 

          ｂテーマ「親子で楽しもう！観て考えよう！童話劇ワークショップ」 

           対 象 小学生以上の子どもとその保護者 

           参加者 保護者 ５人 子ども ４人 

 (ウ)『家庭教育リーフレット』の発行 

    対 象 区立小学校入学予定児の家庭数 

 

③ 家庭教育講演会 

ア 目 的   家庭の教育力向上を図るため、講演会を開催し、家庭教育について学ぶ機会を

提供する。 

イ 対 象   小学生以上の児童・生徒の保護者 

ウ 実 績(令和３年度) 

テーマ「見えないお金と子どもとのかかわり方」 

参加者 19人 

 

④ 家庭教育の手引き 

ア 目 的  子どもの教育に関する不安の解消や、家庭の教育力の向上のため、保護者が子ど

もと向き合うためのヒントをまとめた手引きを発行し家庭教育の支援を行う。 

イ 対 象  小学生以上の児童・生徒の保護者等 

ウ 実 績(令和３年度)  

『子育ての３つのヒント～家庭教育の手引き～』  

小学校入学予定児童の就学時健康診断にて配布 

 

  ⑤ 家庭教育コラム 

   ア 目 的  おおたの教育や大田区ホームページ、SNS 等を通じて家庭教育に関する情報を提

供し、学習機会への参加が困難な保護者への家庭教育支援を行う。 

   イ 実 績(令和３年度) ４回発行 

          テーマ「『完璧な家庭』より『弱音を吐ける家庭』を」   

             「親としてどうかかわる？スマホ・タブレットと子育て①」 

「親としてどうかかわる？スマホ・タブレットと子育て②」 

「思春期の先を信じる向き合いを」 
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⑥ ＰＴＡ研修会 

ア 目 的  ＰＴＡ活動の基礎知識を学び、充実させるための研修会の開催を支援する。 

イ 対 象  区立小・中学校ＰＴＡ会員 

ウ 実 績(令和３年度) 

(ア)『ＰＴＡのしおり』発行 10,300部 

（英語版、中国語版、韓国語版、タガログ語版、ネパール語版、ベトナム語版は 

大田区ホームページに掲載） 

(イ) 小学校ＰＴＡ研修会（新任役員研修会）１回 参加者数 226人 

   テーマ「ＰＴＡが守り育てるのは『私たちの子どもたち』」 

      「ＰＴＡ、やらなきゃダメですか？」 

(ウ)中学校ＰＴＡ研修会（全体研修会）１回 参加者数 28人 

   テーマ「『窮屈な大人たち』と『生きづらい子どもたち』 

～ 大変な子ども、そして大人を減らすには、まずは知ることから ～」 

 

２５ 学校開放 

区立小・中学校の体育館、校庭、会議室等を社会教育その他公共のために活用することにより、区

民の学習、文化及びスポーツ等の地域活動の振興を図る。 

 

（１） 学校施設の地域開放 

① 目 的   区民の学習・文化・スポーツ活動のために、学校教育に支障のない範囲で、小・中 

学校の校庭や体育館、特別教室、生涯学習兼地域集会室等学校施設の開放を促進する。 

② 対 象   ５名以上で構成する区内在住・在勤・在学の団体 

③ 根 拠  大田区立学校施設の活用に関する条例 

大田区立学校施設の活用に関する条例施行規則･同実施要綱 

④ 実 績(令和３年度) 

施設別 回数（回） 人員（人） 

小学校計 25,642 976,655 

中学校計 5,671   177,177 

総  計 31,313 1,153,832 

＊新型コロナウイルス対応による中止等 

  令和３年４月１日から４月 24日まで「夜間（午後７時から午後９時 30分）」の利用中止（令和３

年１月８日から継続） 

  ４月 25日から５月 11 日まで開放中止 

  ５月 12日から５月 31 日まで体育館等屋内施設の全時間帯の利用中止 

  ６月１日から９月 30 日まで体育館等屋内施設の「夜間」の利用中止 

  10月１日から 10月 24 日まで「夜間」の利用時間を午後９時までに短縮 

  令和４年２月１日から３月 31日まで開放中止 

 

（２） 学校開放事業 

① 校庭等開放 

ア 目 的  子どもの健全育成と余暇の善用に役立つよう、小学校の校庭等を開放し、自由で

安全な遊び場を提供する。 
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イ 対 象  小学校の通学区域の児童・幼児とその保護者 

ウ 根 拠  大田区校庭等開放実施要綱 

エ 実 績(令和３年度) 実施校 27校  延日数 387日  延利用者数 13,300人 

 

② スポーツ開放 

ア 目 的  地域住民の余暇の善用と体力づくりを図るため、小学校の体育館を開放しスポー

ツ活動の場を提供する。 

イ 対 象  小学生以上の区内在住・在勤者 

ウ 根 拠  大田区学校体育館スポーツ開放実施要綱 

エ 実 績(令和３年度) 実施校 15校  延日数 258日  延利用者数 4,981人 

 

２６ 小学校における放課後児童の居場所づくり 

児童の健全育成の場として、区立小学校施設を活用した放課後児童の居場所づくりを推進している。 

居場所づくりに当たっては、学童保育事業及び放課後子ども教室事業を一体的に実施し、名称を「放

課後ひろば」としている。 

なお、学校施設の状況等により放課後子ども教室事業を先行して実施している学校がある。 

（１） 放課後子ども教室 

① 目 的  区立小学校の施設を活用して、児童の安全・安心な居場所を確保するとともに、多

様な体験・活動を通じて自主性や社会性を育む。 

② 対 象  当該小学校の全児童 

③ 実 績(令和３年度)  実施校 58校 

④ 令和４年度実施校（58校） 

放課後ひろば 49校                

大森第四小学校 中富小学校 大森第一小学校 開桜小学校 

大森第三小学校 大森東小学校 山王小学校 馬込小学校 

馬込第二小学校 馬込第三小学校 梅田小学校 池上小学校 

池上第二小学校 徳持小学校 入新井第二小学校 入新井第四小学校 

東調布第一小学校 調布大塚小学校 嶺町小学校 久原小学校 

松仙小学校 池雪小学校 洗足池小学校 清水窪小学校 

糀谷小学校 東糀谷小学校 北糀谷小学校 羽田小学校 

都南小学校 萩中小学校 中萩中小学校 出雲小学校 

六郷小学校 西六郷小学校 高畑小学校 仲六郷小学校 

志茂田小学校 東六郷小学校 南六郷小学校 矢口小学校 

矢口西小学校 多摩川小学校 相生小学校 矢口東小学校 

おなづか小学校 道塚小学校 南蒲小学校 新宿小学校 

東蒲小学校 

 

  放課後子ども教室単独 ９校 

大森第五小学校 入新井第五小学校 田園調布小学校 東調布第三小学校 

千鳥小学校 小池小学校 雪谷小学校 赤松小学校 

蒲田小学校 
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２７ 図書館 

(１) 図書館の概要 

図書館は、図書館法に基づき、区民ニーズに対応した資料や情報を提供し、区民の学習

や文化活動等社会教育の充実を図ることを目的としている。 

大田区立図書館は、現在 16 館体制で運営し、大田図書館を除いた地域図書館に指定管

理者制度を導入している。ほかに、大田文化の森情報館（図書館同種施設）と田園調

布せせらぎ館に図書サービスコーナーがある。  

利用者サービスとしては、平成 20 年度に図書館ホームページを開設し、インターネッ

ト資料・検索予約サービスを開始した。令和３年度のインターネットからの予約は受付総

数の 85.3％だった。 

運営業務の改善と更なるサービスの向上を図るため、令和元年度からＩＣタグを活用し

たシステムの整備を開始し、令和２年度に自動貸出機・自動返却機、セキュリティゲート

等システム機器を全館に設置した。 

 

［図書館施設の概要］ 

図書館名  所 在 地 電 話 床面積（㎡） 開館年月 座席数 

大  田  田園調布南 25-1 3758-3051 2,151 昭和 45 年 6 月 290 

大 森 南  大森南 1-17-7 3744-8411 1,199 昭和 51 年 11 月 149 

大 森 東  大森東 1-31-3-104 3763-9681 1,250 昭和 57 年 5 月 172 

大 森 西  大森西 5-2-13 3763-1191 1,201 昭和 61 年 8 月 137 

入 新 井  大森北 1-10-14 3763-3633 1,015 
昭和 49 年 8 月 

平成 23 年 3 月移転 
145 

馬  込  中馬込 2-26-10 3775-5401 1,608 昭和 46 年 5 月 306 

池  上  池上 6-3-10 3752-3341 1,026 
昭和 31 年 6 月 

令和 3 年 3 月移転 
152 

久 が 原  久が原 2-28-4 3753-3343 1,200 昭和 59 年 10 月 206 

洗 足 池  南千束 2-2-10 3726-0401 1,254 
昭和 35 年 3 月 

平成 8 年 7 月改築 
189 

浜  竹  西糀谷 3-32-7 3741-1185 984 
昭和 46 年 8 月 

平成 15 年 10 月移築 
124 

羽  田  羽田 1-11-1 3745-3221 1,300 平成 6 年 12 月 185 

六  郷  南六郷 3-10-3 3732-4445 1,418 
昭和 47 年 11 月 

平成 30 年 12 月改築 
155 

下 丸 子  下丸子 2-18-11 3759-2454 1,764 昭和 50 年 9 月 204 

多 摩 川  多摩川 2-24-63 3756-1251 1,211 昭和 58 年 8 月 184 

蒲  田  東蒲田 1-19-22 3738-2459 1,259 
昭和 35 年 3 月 

平成 3 年 10 月移築 
170 

蒲田駅前  蒲田 5-13-26-301 3736-0131 1,710 昭和 56 年 4 月 197 

※座席数は、感染対策のための間引き前の座席数である。 計 2,965 

 
［休館日・開館時間］ 

図書館名 休館日 開館時間 

大田・大森東・入新井・池上・洗足池・

浜竹・多摩川・蒲田 
第 2 木曜日 

午前 9時～午後 7時(入新井は午後 8

時まで、池上は午後 9 時まで) 

大森南・大森西・馬込・久が原・羽田・

六郷・下丸子・蒲田駅前 
第 3 木曜日 

午前 9 時～午後 7 時 

(蒲田駅前は午後 8 時まで) 
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注：休館日が祝日の場合はその翌日が休館日となる。 

《 全館共通休館日 》 年末年始 12 月 29 日～翌年の１月３日 

《 特別整理期間 》  各館年間７日以内(大田図書館は 10 日以内) 

 

（２） 図書館の事業 

  ① 資料数 

区内全域に施設配置を進め、資料提供の充実を図ってきた。図書資料の選定は集中選書

方式によって、大田区立図書館全館の図書資料選択を一元化して行っている。現在の資料

数は図書が約 188 万 6 千冊、視聴覚資料が約 10 万 8 千点となっている。 

 

各館別資料数（令和３年度） 

図書館名  図書 視聴覚資料  

 
一 般 

（冊） 

児 童 

（冊） 

C D 

（ﾀｲﾄﾙ） 

ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ 

(ﾀｲﾄﾙ) 

ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ 

（ﾀｲﾄﾙ） 

DVD 

（ﾀｲﾄﾙ） 

大  田  210,153  48,657  4,143  224  169  468  

大 森 南  76,017  23,175  5,637  1,799  0  100  

大 森 東  70,565  19,849  5,137  703  1  221  

大 森 西  71,394  23,249  5,845  851  0  117  

入 新 井  67,852  24,891  4,524  0  0  171  

馬  込  94,151  23,701  5,866  43  18  206  

池  上  64,024  22,448  4,273  2  0  127  

久 が 原  66,272  24,443  5,308  60  0  131  

洗 足 池  89,902  24,349  3,791  0  0  178  

浜  竹  67,000  20,957  5,391  47  0  204  

羽  田  87,566  32,356  5,233  140  155  158  

六  郷  68,650  23,590  5,065  92  54  313  

下 丸 子  102,831  47,337  4,759  713  1  303  

多 摩 川  66,445  21,795  2,360  0  0  120  

蒲  田  66,397  20,909  21,077  0  0  168  

蒲田駅前  98,827  31,617  6,146  3  0  279  

図書館合計  1,368,046  433,323  94,555  4,677  398  3,264  

大田文化の森 

情報館 ※ 
64,624  19,543  4,614  0  0  52  

総合計 1,432,670  452,866  99,169  4,677  398  3,316  

※大田文化の森情報館は、スポーツ・文化・国際都市部が管理する図書館同種施設である。 

  

  ② 貸出 

年間貸出総数は図書約 577 万 1 千冊、視聴覚資料約 32 万 7 千点となっている。「共通

かしだしカード」は、大田区立図書館全館・大田文化の森情報館・田園調布せせらぎ館で

共通に使用でき、貸出期間は２週間以内である。 

ア 対  象  区内居住者又は大田区に通勤、通学先がある者、大田区に隣接する品

川区・目黒区・世田谷区・渋谷区に居住している者 

イ 実施方法  住所を確認できるもの（運転免許証、健康保険証、学生証等）を持参

し、貸出申込書を提出のうえ利用者登録する。登録した利用者には「共

通かしだしカード」を交付する。中学生以下は、父母等の保証人の署名

が必要である。 
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各館別貸出状況（令和３年度） 

図書館名  
登録者数  貸出冊数  

一 般 児 童 合 計 一 般 児 童 合 計 

大  田  11,033  1,757  12,790  410,706  113,752  524,458  

大 森 南  3,052  1,043  4,095  94,152  36,292  130,444  

大 森 東  3,399  442  3,841  110,947  21,305  132,252  

大 森 西  5,317  1,102  6,419  169,609  49,082  218,691  

入 新 井  12,822  1,875  14,697  372,346  84,968  457,314  

馬  込  8,897  1,416  10,313  296,311  81,123  377,434  

池  上  13,404  2,222  15,626  466,760  110,511  577,271  

久 が 原  7,193  2,232  9,425  327,544  143,693  471,237  

洗 足 池  16,064  2,409  18,473  505,394  117,612  623,006  

浜  竹  4,512  965  5,477  156,012  41,116  197,128  

羽  田  4,674  664  5,338  128,506  29,905  158,411  

六  郷  6,152  1,514  7,666  234,189  68,245  302,434  

下 丸 子  7,775  1,850  9,625  308,174  114,095  422,269  

多 摩 川  5,198  1,152  6,350  199,470  59,348  258,818  

蒲  田  4,692  981  5,673  156,318  44,301  200,619  

蒲田駅前  13,915  942  14,857  277,900  39,258  317,158  

図書館合計  128,099  22,566  150,665  4,214,338  1,154,606  5,368,944  

大田文化の森 

情報館 
7,128  1,728  8,856  251,587  77,786  329,373  

田園調布 

せせらぎ館 ※ 
891  80  971  61,232  11,199  72,431  

総合計 136,118  24,374  160,492  4,527,157  1,243,591  5,770,748  

 

図書館名  
視聴覚資料  

ＣＤ貸出数  カセット貸出数  ビデオ等貸出数  

大  田  21,049  27  571  

大 森 南  9,295  148  467  

大 森 東  10,854  734  741  

大 森 西  12,075  682  804  

入 新 井  26,800  30  530  

馬  込  20,874  104  578  

池  上  28,692  17  946  

久 が 原  17,611  99  634  

洗 足 池  30,277  144  847  

浜  竹  12,825  13  978  

羽  田  10,524  18  626  

六  郷  17,661  47  479  

下 丸 子  16,683  77  1,410  

多 摩 川  16,331  21  509  

蒲  田  13,493  9  572  

蒲田駅前  22,708  9  556  

図書館合計  287,752  2,179  11,248  

大田文化の森情報館 20,592  26  7  

田園調布せせらぎ館 ※ 5,543  12  0  

総合計 313,887  2,217  11,255  

注：ビデオ等貸出数には DVD 貸出数を含む。 

※田園調布せせらぎ館は、蔵書がなく予約資料の貸出・返却のみ行う地域力推進部が所管
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する施設である。 

 

  ③ 予約・リクエスト 

 希望の資料が貸出中の場合は「予約」として受け、所蔵していない場合は、「リクエス

ト」として受け付けている（「リクエスト」は田園調布せせらぎ館を除く。）。所蔵して

いない資料は、都立図書館や他区市の図書館から借用したり、購入する等してできる限り

利用者に提供している。 

ア 対  象  登録利用者 

イ 実施方法  館内では、予約・リクエストカード等により受け付けている。また、 

インターネット及び館内利用者端末から区内に所蔵のある資料に限り、 

利用者自身でも予約できる。電話・FAX による受付もしている。 

        インターネットからは、令和３年度 1,583,894 件（全体の 85.3％）の

予約があった。 

 

  ④ 参考調査（レファレンス） 

必要な図書や資料を探したり関連する情報を提供している。書架案内、端末での検索の

ほか、参考資料等を活用し利用者の調査の援助や資料による回答を行っている。 

 ア 対  象  図書館利用者 

イ 実施方法  カウンターでの直接依頼のほか、電話や手紙等による問い合わせに 

も応じている。回答は、口頭、電話又は文書で行う。 

 

各館別予約・レファレンス件数（令和３年度） 

図書館名  予約件数  
レファレンス 

件数 

 
図書館名  予約件数  

レファレンス 

件数 

大  田  185,069  19,224   六  郷  86,402  6,111  

大 森 南  29,953  5,913   下 丸 子  137,633  11,695  

大 森 東  34,584  6,011   多 摩 川  72,157  5,911  

大 森 西  56,341  5,197   蒲  田  51,893  6,260  

入 新 井  167,117  9,737   蒲田駅前  113,830  15,910  

馬  込  128,116  6,441   図書館合計  1,694,033  150,008  

池  上  173,451  18,028   大田文化の森 

情報館 
95,891  4,102  

久 が 原  143,523  13,937   

洗 足 池  226,258  10,478   田園調布 

せせらぎ館 
67,348  4,507  

浜  竹  51,433  4,107  

羽  田  36,273  5,048   総合計  1,857,272  158,617  

 

  ⑤ 児童サービス 

子どもと本のより良い結びつきを作り出し、子どもが自主的に読書活動ができるよう、 

様々な児童サービスを行っている。児童用図書のほか、絵本や紙芝居等も貸し出している。 

ア 学校貸出 

区内の小学校に対して、学級単位や学年単位で、あるいは学校図書館に児童書を 

長期に貸し出している。 

イ 総合学習への協力 

「調べ学習」での利用には、図書館での資料の探し方等について説明している。ま



   

79 

た、必要な資料を学校に 1 か月貸し出しているほか、施設見学、職場訪問、職場体験

を受け入れている。 

ウ 子ども向け行事 

各図書館で子ども向け行事やおはなし会、子ども会、映画会等を定期的に行ってい

る。令和２年度から新型コロナウイルス感染症拡大防止のために定期開催を中止した

が、スタンプラリーなど、各館の実情に合わせて読書に親しめる工夫を行った。 
 

各館別集会行事回数（令和３年度） 

図書館名  実施回数  
参加人数  

（延人数）  

 
図書館名  実施回数  

参加人数  

（延人数）  

大  田  2  18   六  郷  30  402  

大 森 南  20  140   下 丸 子  89  3,301  

大 森 東  16 172   多 摩 川  5  59  

大 森 西  28  151   蒲  田  19  124  

入 新 井  42  319   蒲田駅前  17  297  

馬  込  24  823   図書館合計  375  6,688  

池  上  16  161   大田文化の森 

情報館 
4 280 

久 が 原  26  190   

洗 足 池  20  260   田園調布 

せせらぎ館 
6 123 

浜  竹  0  0  

羽  田  21  271   総合計  385 7,091 

 

⑥ 学校図書館支援事業 

   学校図書館のさらなる充実と利用の拡大を図るため、専門的な視点からその活動を支援

する学校図書館支援事業を行っている。 

   平成 21 年度から 26 年度は、業務委託により試行として対象校を抽出して実施した。 

   平成 27 年度からは、大田区立図書館全 16 館で、区内全小・中学校 87 校に対して学校

図書館支援サービスを開始した。平成 28 年度からは、区内小・中学校に読書学習司書が

配置され、平成 30 年度は全校に拡充された。また、平成 30 年度から「総合学習用団体貸

出」のうち１件で 30 冊以上になる場合、学校への郵送による貸出及び返却を選択するこ

とができるようになった。 

令和元年度、２年度は新型コロナウイルス感染拡大による学校の臨時休業等により、ブ

ックトークなど一部支援を中止した時期もあったが、令和３年度は学校との連絡を密にと

りながら、本の装備や修理、蔵書点検、選書・除籍など整備支援を多く行った。今後も司

書教諭・読書学習司書等と連携をとりながらさらなる支援を行っていく。 

 

⑦ 障がい者サービス 

身体障がい等のある人の読書ニーズに、的確に応えることを目的とする。 

身体障がい等のある人が図書館を利用する場合の貸出数は、図書・雑誌 12 冊、視聴覚 

資料 10 点まで、期間は１か月以内である。 

   ア 宅 配 

区内在住で来館できない人のために、図書やＣＤ・カセットテープを自宅まで届け 

ている（全館で実施）。 
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イ 郵 送 

視覚障がいのある人のために録音図書・録音雑誌を郵便で送付している（大田、大

森南、大森東、大森西、馬込、下丸子、蒲田駅前）。 

ウ 対面朗読 

主に視覚障がいのある人のために対面朗読室で希望する図書を朗読している。（新

型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和２年６月から代替サービスとして代読

録音サービスを開始した。） 

エ 録音図書の作製、貸出 

希望の図書を録音作製し（大田、大森東、下丸子）、貸し出している（大田、大森

南、大森東、大森西、馬込、下丸子、蒲田駅前）。定期刊行物として４種の雑誌（大

田、馬込、蒲田駅前）と新刊案内等（大田、大森南、大森東、大森西、馬込、下丸子、

蒲田駅前）を録音作成し、貸し出している。 

オ 大型活字本の貸出 

視力の弱い人のために作られた大きな活字の図書を全館に備えている。 
 

 

障がい者サービス状況（令和３年度） 

 障がい者サービス  

図書館名  
宅配 

（ﾀｲﾄﾙ） 

郵送 

（ﾀｲﾄﾙ） 

対面朗読 

（回数） 

録音図書 

作製（ﾀｲﾄﾙ） 

大  田  1 102 0 2 

大 森 南  0 76 0 0 

大 森 東  24 89 0 0 

大 森 西  275 399 0 0 

入 新 井  87 0 0 0 

馬  込  13 488 48 0 

池  上  241 0 0 0 

久 が 原  12 0 0 0 

洗 足 池  1 0 0 0 

浜  竹  42 0 0 0 

羽  田  51 0 0 0 

六  郷  29 0 0 0 

下 丸 子  5 573 0 0 

多 摩 川  128 0 0 0 

蒲  田  97 0 0 0 

蒲田駅前  73 1,689 0 0 

図書館合計  1,079  3,416 48  2  

大田文化の森  

情報館 ￣  ￣  ￣  ￣  

総合計 1,079  3,416 48  2  

     ※馬込の対面朗読欄は代読録音サービスの実施回数 

 

⑧ 団体貸出 

10 人以上のグループに図書を１回 100 点まで貸し出している。貸出期間は１か月以内で

ある。 

ア 対象団体  館長が適当と認めた読書グループ、社会教育関係団体 
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イ 実施方法  団体の代表者の住所を確認できるものを持参し、団体貸出申込書を 

提出のうえ登録する。登録した団体には「団体貸出券」を交付する。 

 

団体貸出利用状況（令和３年度） 

図書館名 貸出団体数 貸出冊数  図書館名 貸出団体数 貸出冊数 

大  田  94  25,866   羽  田  34  5,966  

大 森 南  33  4,135   六  郷  48  3,347  

大 森 東  31  3,802   下 丸 子  41  3,276  

大 森 西  30  3,775   多 摩 川  27  3,898  

入 新 井  37  3,716   蒲  田  26  3,009  

馬  込  39  1,471   蒲田駅前 27  2,935  

池  上  34  2,309   図書館合計 594  79,387  

久 が 原  32  5,707  

 

大田文化の森 

情報館 
￣  ￣ 

洗 足 池  47  2,108  

浜  竹  14  4,067   総合計 594 79,387   

 

⑨ ボランティア養成 

地域のボランティア活動を支援するとともに、子ども等に対する読み聞かせや対面朗 

読・録音図書作製を担う音訳者等を養成するため、ボランティア講演会、講座を開催して

いる。 

ア 読み聞かせボランティア講演会 

（ア）対 象  区内の図書館で読み聞かせボランティアとして活動できる人 

（イ）実 績 

ａ令和４年度予定  講演会 １回  定員50人 

ｂ令和３年度実績  新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

ｃ令和２年度実績  新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

 

   イ 音訳者現任講座・養成講座 

（ア）対 象  大田区立図書館で音訳ボランティアとして活動している人。養成講座 

は修了後、大田区立図書館で音訳ボランティアとして活動できる人 

（イ）実 績 

ａ令和４年度予定  現任講座 ５日×１回 定員10人           

ｂ令和３年度実績  養成講座 ５日×１回 参加者10人 

          デイジー講習 ３日×１回 参加者10人 

ｃ令和２年度実績  新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

          

⑩ 特設コーナーの設置 

入新井、下丸子、蒲田駅前図書館の３館に「特設コーナー」を設置している。コーナー

専任の司書資格を持ったスタッフを置き、図書資料に関する相談を受け付けている。  

ア 入新井図書館  ビジネス支援コ－ナー 

   イ 下丸子図書館  子ども・子育て支援コーナー 

   ウ 蒲田駅前図書館 医療介護情報コーナー 
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特設コーナー利用状況（令和３年度） 

 入新井図書館  下丸子図書館  蒲田駅前図書館  

 資料数 貸出数 資料数 貸出数 資料数 貸出数 

図書（冊）  4,025 19,361 1,609 11,978 3,580 19,312 

雑誌（種）  8  12  22  

レファレンス

件数（件）  
138 210 131 

 

⑪ 図書館ホームページ 

平成 20 年度に、図書館ホームページを開設し、インターネットから区内全館で所蔵

する図書等の検索や予約ができるサービスを開始した。 

また、開館情報やイベント情報を掲載するほか、「こどものページ」、「10 代のペー

ジ」、「地域資料」、「特殊コレクション」などのページを設け、関連資料を紹介して

いる。 

 

⑫ 図書館利用者用インターネット接続環境 

利用者用インターネット端末を全館配備し、図書館内で出版物では補えない情報を都

や国等のホームページから取得できるほか、インターネットの情報検索や有料データベ

ース（朝日新聞「朝日新聞クロスサーチ」、第一法規「D1-Law.com」）の閲覧サービス

を利用できるよう整備した。全館に公衆無線ＬＡＮアクセスポイントを設置している。 

令和２年度から、国立国会図書館デジタル化資料送信サービスを開始している。 

 

⑬ 図書館ＩＣタグシステム 

利用者の利便性向上及び窓口業務の軽減によるレファレンスや案内業務の充実を図り、

専門性の高い図書館サービスを提供するため、令和２年度に、ＩＣタグを活用したシステ

ム整備として、自動貸出機・自動返却機、セキュリティゲート等のシステム機器を全館に

設置した。また、令和３年３月に移転した池上図書館には予約本自動受取機を設置した。 

 

⑭ 電子図書館（電子書籍貸出サービス） 

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う図書館の利用制限や休館時に、読書の機会を確保

し「新たな日常」に対応するため、令和３年度に、電子書籍貸出サービスを開始した。パ

ソコンやスマートフォンなどから一定期間本を閲覧できるほか、音声読み上げや、文字拡

大など、読書が困難な方々も本を楽しむことができる機能が付帯されている。 

 

⑮ 集会室・多目的室の利用 

集会室は、馬込図書館に設置している。社会教育関係団体が使用できる。 

多目的室は、大森南、大森西、池上、久が原、洗足池、羽田、六郷、下丸子、多摩川、

蒲田図書館に設置している。公益的・公共的団体等が実費相当額で使用できる。 
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２８ 文化財保護 

  文化財は、人間と自然が残した文化的遺産で、歴史的・芸術的観点から優れた価値を有す

る有形の財、無形の技・芸である。これらは、今日の歴史・文化の理解を促進し、将来の文

化を発展させる区民共有の貴重な財産であると言える。 

現在、大田区には、文化財保護法や都・区の文化財保護条例に基づき、170 件以上の文化

財が指定・登録されている。亀甲山古墳や本門寺五重塔等の国指定文化財をはじめ、多摩川

台古墳群等が都指定文化財、六郷神社獅子舞等が区指定文化財、このほか茅葺民家の山﨑家

住宅や近代建築の鳳凰閣（旧清明文庫）等の建造物が、国登録文化財となっている。 

文化財を保護・保存し将来へ伝えるため、年次計画に基づく文化財調査を実施し、その成

果をもとに、調査報告書等の文化財資料を作成している。また、講演会や見学会を開催し、

普及・啓発に努めている。さらに区指定文化財については、大田区文化財保存事業費補助金

交付要綱に基づき、申請があった所有者に対し補助金を交付している。 

埋蔵文化財については、文化財保護法に基づき、236 箇所ある遺跡（令和４年３月現在）

の範囲や分布状況を周知し、遺跡の現状を変更する場合には、記録保存のための発掘調査を

実施している。 

 

(１) 文化財保護審議会 

文化財に関し広くかつ高い識見を有する学識経験者を委員に委嘱し、大田区の文化財の保

存・活用に関する事項を審議している。現在４名で審議会を構成し、例年審議会を２～３回

開催しているが、令和３年度は２回開催し、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、

そのうち１回をオンライン開催とした。 

 

(２) 文化財資料の作成 

文化財調査に基づく基礎資料の充実を図るとともに、刊行物やパンフレット・啓発用冊子

等を発行している。令和３年度は以下の資料等を作成した。 

① 『大田区指定有形民俗文化財「羽田神社富士塚」保存修理報告書－よみがえる羽田富

士』（『大田区の文化財』第 44 集） 

② パンフレット『ぶんかざいおおた』第 24 号 

③ 『歴史スポットマップ』（田園調布古墳群編、嶺町・鵜の木編、池上・池上本門寺編、

下丸子・武蔵新田編）４種を無料配布 

④ 大田区ホームページ内に『文化財寄稿集』を開設 

 

(３) 文化財保護の啓発・普及 

地域の文化財や歴史を知り、身近に親しむとともに、文化財の保護・保存・活用に対する

理解と関心を深めてもらうため、各種の事業を開催している。 

区指定文化財所在地には、文化財の特色を記した標識板を設置し、管理している。 

① 文化財公開見学会 

    令和３年度は「古川薬師・安養寺の仏像－薬師（修理前）・釈迦（修理中）・阿弥陀

（修理完了）－」を開催し、安養寺所蔵の仏像見学と文化財修理事業の紹介を行った。 

② 文化財講演会 

    令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。 
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③ 文化財標識板の管理 

  板面取替   ７件 

  内訳 「旧中原街道」「紀伊徳川家墓所」「弘法大師坐像及び厨子」「釈迦如来坐像」

「観世音菩薩立像」「旧東海道」「供養塔群」 

④ 写真パネル展 

令和３年度は、郷土博物館玄関ホールで令和元年～２年度に実施した文化財事業 

を中心にパネル展示を開催した。 

 

(４) 文化財調査 

① 文化財調査 

令和３年度は御嶽神社（北嶺町 37-20）が所蔵する大絵馬・献額類の調査及び写真撮影

を実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となった。 

その他、補助金交付による文化財保存修理事業や、文化財評価等に関する照会・相談等

に対応するため、随時専門家による現況確認・所見作成を依頼している。 

ア 区指定文化財保存修理事業の現況確認及び所見作成 

   イ 国・都指定文化財や未指定文化財の現況確認及び所見作成 

② 埋蔵文化財調査 

遺跡への影響がある住宅等を建築する場合、埋蔵文化財調査を行う。発掘調査の調査費

用は、個人住宅等については公費で負担しており、それ以外は各事業主が負担している。

発掘調査完了後は調査報告書を刊行し、埋蔵文化財の保護・保存及び普及・啓発を図って

いる。 

ア 埋蔵文化財発掘届相談件数 

 4,448 件 (電話 3,914 件 FAX 337 件 来庁 197 件) 

イ 埋蔵文化財調査 

(ア) 個人住宅等(国庫補助金事業対象) 

試掘調査   １件（久保遺跡 南馬込一丁目 55 番） 

本発掘調査  ０件 

確認調査   １件（多摩川台公園内横穴墓他 田園調布一丁目 63 番、四丁 

目３番他 地中レーダー探査） 

(イ) 分譲住宅等 

令和３年度の実施事例はなかった。 

ウ 埋蔵文化財発掘届出  

 108 件 

 

(５) 文化財保存事業費補助金 

① 東京都指定文化財 

 都指定有形文化財「木造釈迦如来坐像（安養寺所蔵）」修理 

 都指定名勝「洗足池公園」保存活用計画策定及び環境整備工事 

② 大田区指定文化財 

 令和３年度は該当なし 


